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ま え が き 
 

 大間町教育委員会は、教育は「将来を担う人づくり」という視点に立ち、子どもたち

が確かな学力と豊かな人間性・逞しい心身を身に付け、健やかな体を培い、新しい時代

を主体的に切り開いていく人間として成長できるよう教育の施策の充実に努めておりま

す。 

 子どもたちが将来の夢や志の実現に向けて、創造力などを生かして果敢にチャレンジ

する人材として成長するよう「人とのかかわり」や「体験行動」を通じて、社会的独立

のために必要な能力・意識を育成する地域ぐるみのキャリア教育の充実に取り組むとと

もに、子どもたちが意欲的に学習できる環境づくりを目指し、いじめ、不登校、問題行

動への対策・支援の充実を通じて子どもたちが安心して学校生活を送ることができる環

境づくりを推進しています。 

 

学校教育においては、小・中学校の連携を図りながら「確かな学力の育成」を目指し、

学習意欲の向上・学習習慣の確立、そして心身の発達に応じて人間形成に必要な基礎的

な能力と自主性・創造性を育むことを目的として、多様な指導方法の工夫など日々の授

業改善に努め、児童生徒一人ひとりが主体的に学習し、基礎的・基本的な内容を確実に

身につけさせることができるよう、「個」に応じた指導を行っております。また、保護

者・地域との連携を図りながら信頼される活気ある学校づくりを進めております。 

 

 社会教育については、伝統文化やスポーツの交流を通じて地域住民が心のふれあいを

一層深め、生涯にわたって生きがいのある充実した生活を送り、豊かで住みよい地域社

会の実現ができるよう各団体との連携を密にし、一人ひとりの学習と社会参加を実現す

る社会教育の充実に向けた支援を積極的に推進しております。 

 

 平成 26 年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育委

員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について、毎年、点検・評価を行い、その

結果に関する報告書を提出するとともに、公表することが義務付けられました。 

 この法律の改正を受け、大間町教育委員会では、今後の効果的な教育行政の推進並び

に町民への説明責任を果たすことを目的に、令和元年度分報告書をまとめました。 

 町民の皆様に、大間町の教育施策と教育委員会の取組みについてご理解を深めていた

だければ幸いです。 

 大間町教育委員会では、大間町第５次長期総合計画の基本構想に基づき、教育施策の

推進に努めて参りますので、町民の皆様のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

 

令和２年11月 

大間町教育委員会 
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点検・評価の概要 

 

１ 経緯 

  平成 20 年 4 月 1 日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が施行され、

平成26年 6月に一部改正がなされました。法第26条により教育委員会は、毎年、そ

の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を議会に提出するとともに公表することとされております。 

  この法律改正を受け、大間町教育委員会では、今後の効果的な教育行政の推進及び

町民への説明責任を果たすことを目的として、教育委員会の事務の点検及び評価を実

施し、その結果を報告書としてまとめました。 

 

２ 点検・評価の方法 

 （１）点検・評価の対象 

    令和２年度の点検・評価に当たっては、令和元年度に実施した各重点項目を推

進するための具体的な取組を点検対象として、その点検結果を踏まえ、重点項目

ごとに自己評価を行いました。 

 （２）学識経験者の知見の活用 

    点検・評価の客観性を確保するため、「点検・評価アドバイザー会議」を開催

し、学識経験者等の「点検・評価アドバイザー」からその実施方法や内容につい

て意見をいただき、これを点検・評価の実施と報告書の作成に反映させました。 

 

３ 報告書の構成 

（１）全体構成 

報告書は、「学校教育の充実」、「社会教育の充実」の施策ごとに構成されてい

ます。 

 （２）重点項目の点検 

重点項目を推進するための具体的な取り組み状況について「計画」、「実績」、

「成果」、「課題等」に分けて評価しています。 

  

４ 点検及び評価アドバイザー会議の概要 

 

 ○令和２年度点検及び評価アドバイザー 

氏  名 団 体 ・ 役 職 等 

林    誠 
元  小学校ＰＴＡ会長 

     社会福祉協議会事務局長 

小 浜 哲 夫 
  元  小学校ＰＴＡ役員 

   大間漁協総務課長 
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 ○点検及び評価アドバイザー会議の開催状況 

  ・第１回点検及び評価アドバイザー会議（令和２年11月 6日開催） 

〔内容〕・大間町教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書（原案）の内容

についての評価 

・説明担当：教育課 学校教育担当、社会教育担当 

 

○アドバイザーからの主な意見 

 

・登下校時の児童生徒の安全確保は重要である。危険なブロック塀の位置把握、冬期間

の通学路の除雪は必要不可欠であることから、関係機関と連携し安全確保に努めてほ

しい。 

 

・各学校が災害時の避難所に指定されているが、災害時必要な物品・備品等の検討・配

備を行い避難所としての機能の充実を図る必要がある。 

 

・少子化による今後の教育施策について、統合問題も含め段階的に検討を続けることが

重要である。特に、保護者の理解を得られないままの統合実施は、後に問題を残すこ

ととなるので十分協議を重ね推進すべきと思う。 
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５ 事務の点検及び評価実施要綱 

 

（趣 旨） 

第１ この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況について、点検及び評価を実施するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（点検及び評価の実施） 

第２ 教育委員会は、毎年、前年度の教育に関する事務が年度ごとに掲げる「大間町の

教育」に基づいて適切に実施されているかを点検するとともに、その成果及び課題

について自ら評価するものとする。 

 

（学識経験者等の知見の活用） 

第３ 教育委員会は、点検及び評価について客観性を確保するため、点検及び評価の実

施方法並びにその内容等について意見を聴取するなど、教育に関する学識経験を

有する者の知見を活用するものとする。 

 

（点検及び評価の結果の活用） 

第４ 点検及び評価の結果は、教育施策の企画立案等、効果的な教育行政の推進等に活

用するものとする。 

 

（町議会への報告等） 

第５ 点検及び評価の結果については、報告書を作成して議会へ提出するとともに公表

するものとする。 

 

（その他） 

第６ この要綱に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項については、教

育長が別に定める。 

 

（附則） 

 この要綱は、平成20年５月１日より実施する。 
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６ 点検及び評価実施要領 

 

（趣 旨） 

第１ この要領は、大間町教育委員会の事務の点検及び評価実施要綱（以下、要綱とい

う。）に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（点検及び評価の対象） 

第２ 点検及び評価の対象は、別記「施策別重点項目一覧表」（以下、「重点項目一覧

表」という。）に定める推進施策の重点項目を構成する主要事業として、教育長が

定める事業（以下、「対象事業」という。）とする。 

 

（点検及び評価の手続き） 

第３ 対象事業を所管する者は、教育長が別に定めるところにより、当該対象事業につ

いて点検及び評価を行い、その結果を教育長に提出するものとする。 

 

２ 重点項目一覧表に定める評価担当者は、教育長が別に定めるところにより、当該重

点項目について、前項の点検及び評価の結果に基づく総括的な評価を行い、その結果

を教育長に提出するものとする。 

 

（点検・評価アドバイザーの委嘱） 

第４ 教育長は、要綱第３に規定する教育に関する学識経験を有する者の知見を活用す

るため、教育に関する学識経験を有する者の中から適当と認められる者を、点検・

評価アドバイザーとして委嘱し、点検及び評価の実施方法並びにその内容等につい

て意見を求めるものとする。 

 

（報告書の作成） 

第５ 教育長は、点検・評価アドバイザーから聴取した意見を参考に、点検・評価に関

する報告書の案を作成し、教育委員会に提出する。 

 

（町議会への報告時期） 

第６ 点検及び評価の結果に関する報告書は、12月大間町議会定例会の招集日までに

町議会に提出するものとする。 

 

（その他） 

第７ この要領に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項については、

別に定める。 

 

（附則） 

この要領は、平成20年５月１日から施行する。 
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令和元年度 大間町教育施策の方針 

 

 

 大間町教育委員会は、豊かな心と郷土に対する誇りを持ち、健康で、創造性

に富み、新しい時代を主体的に切り拓く人づくりを目指します。このため、 

 

 〇 夢や志の実現に向け、知・徳・体を育む学校教育 

 〇 学びを生かし、つながりをつくり出す社会教育 

 〇 次代へ伝える、かけがえのない文化財の保存・活用 

 〇 活力、健康、感動を生み出すスポーツ 

  

を学校・家庭・地域の各関係機関、団体との連携を密にし、広く町民の理解

と協力を得ながら推進します。 

 

 

１．大間町学校教育の方針と重点 

 

青森県教育委員会及び下北教育事務所が定めた平成 31 年度「青森県教育施策の方

針」並びに「学校教育指導の方針と重点」を基調として、大間町学校教育の現状と課題

を踏まえつつ、その課題解決に向けて取り組みの方針と重点を設定する。 

 

（１）方 針 

 郷土に誇りを持ち、多様性を尊重し、創造力豊かで新しい時代を主体的に切り拓く幼

児・児童・生徒を育成するため、教育は人づくりという視点に立って、学校経営に創意

工夫をこらし、夢や志の実現に向け、知・徳・体を育む学校教育の推進に努める。 

（２）重 点 

① 幼稚園教育の充実 

ア 一人一人の発達の特性を理解し、その子どもに応じた適切な指導や援助に努め、

必要に応じて、きめ細かな支援をすることで、就学に向けての対応に取り組む。 

イ 健康・安全で幸福な生活のために必要な、基本的な生活習慣や態度を育てるよう

に努める。 

ウ 豊かな心をはぐくむために、経験したことや考えたことなどを、言葉で表現し、

相手の話を聞くことができるよう指導に努める。 

エ 自然体験・社会体験などの直接的、具体的生活体験を重視した活動を積極的に取

り入れる。 

オ 園内・園外の研修の充実を図り、教師の資質の向上に努める。 

カ 家庭及び幼保・小学校間の情報の共有と連携を図り、相互理解を深めながら教育

実践の推進に努める。 

キ 大間町子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域のニーズに合った子育て支援

事業の推進に努める。 

  ② 児童生徒の基礎学力の充実 

ア 一人一人に、基礎的・基本的内容を確実に身につけさせるために、指導内容を重
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点化し、適切な教材の精選に努める。 

イ 学習内容を確実に定着させるよう、授業展開の仕方や指導法の工夫に努める。 

ウ グループ別指導やティームティーチング、繰り返し指導、習熟度別指導など個に

応じた指導の取り組みを工夫する。 

エ 確かな学力の定着を図るため、国及び県の学習到達度調査を参考にし、適宜活用

しながら、町独自の学力調査に取り組む。 

オ 学力向上委員会の研究の実践、教員の授業支援と児童生徒の基礎学力の向上とき

め細かい指導方法や指導体制、教育課程の工夫、改善等に努めていく。 

また、町採用による臨時講師事業を継続実施とする。 

③ 学校活性化の推進 

ア 個性あふれる学校づくりをめざし、地域社会と連携しながら、創意工夫して展開

する各学校独自の教育活動を推進する。 

イ 体験的学習活動を積極的に授業に取り入れ、その一環としてキャリア教育の実践

研究に取り組む。 

④ 道徳教育の充実 

ア 一人一人が人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を具体的な生活の中に生かし

得るよう、その基礎となる道徳性の育成に教育活動全体を通して取り組む。 

イ 豊かな心を育むための体験活動の在り方等について、実践研究を学社連携で継続

的な推進に努める。 

ウ 道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる指導の工夫や、郷土を愛する心

を育む指導の充実に努める。 

エ 家庭や地域社会との協力体制の充実を図るため、道徳の授業の公開、道徳教育に

関する情報を積極的に公表し、家庭や地域の人々の積極的な参加や協力など、家庭

や地域社会との共通理解を深め、相互の連携に努める。 

⑤ 特別活動の充実 

 ア 明るい学校生活を築くために、自ら問題を発見し自主的に解決できるような実践

的な態度の育成に努める。 

 イ 一人一人が集団の一員として互いに尊重し合い、協力して活動できるような人間

関係づくりに努める。 

 ウ 集団への所属感や連帯感を深める学校行事の工夫に努める。 

 エ 自治的な意識を高める児童会活動、生徒会活動の工夫に努める。 

⑥ 生徒指導の充実 

ア 生徒指導においては、お互いの心の結びつきを基調とし、自己決定の場や自己存

在感を与え、一人一人の個性の伸長を図りながら、児童生徒が豊かな生活を送るこ

とができるように取り組む。 

イ 不登校、いじめ、体罰、公共物（学校器物）破損、非行等の問題については、大

間町教育委員会で組織する情報共有の場である「大間町教育ネットワーク会議」で

関係機関及び学校現場の双方で児童生徒の実態を速やかに把握し、早期には教職員

が保護者の理解と協力を得ながら対応し、重要と判断される案件については町の児

童福祉担当課（住民福祉課）で設置している「大間町要保護児童対策地域協議会」

が主となり各支援機関及び教職員の協同体制で問題の早期支援と解消に取り組む。 

※ 各関係機関の構成員は、大間警察署刑事生活安全課長、福祉事務所職員、児童相

談所職員、民生・児童委員協議会会長、教育事務所指導主事・スクールソーシャル

ワーカー等をいい、これらの機関が連携を図り問題にあたることとなる。 

ウ ＰＴＡ集会、ＰＴＡ・学級・学校だより、地区懇談会、町内会会議等様々な機会
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をとらえて学校・家庭・地域が互いに情報提供に努め、地域全体の関心と協力体制

を高める。 

エ スクールカウンセラー配置事業を実施し、児童生徒の問題行動やいじめ、不登校

などの諸問題を未然に防止または解決のために、専門知識を生かして、児童生徒へ

のカウンセリングを適切に行い学校における教育相談体制の充実を図る。 

⑦ キャリア教育・進路指導の充実 

ア 一人一人の子どもが、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会

的・職業的自立ができるよう、必要な基盤となる能力や態度の育成に継続的に努め

る。 

イ 小学校においては、道徳や特別活動の中で意図的に将来の夢や希望を育てるよう

にし、さらに中学校では、発達段階に応じて進路相談を実施するとともに、職業観

や勤労観を育成する。 

ウ 進路の選択に当たっては、本人の能力、適正、興味関心や希望等を尊重するとと

もに、保護者とも十分な話し合いを持ち、適切な指導・援助に努める。 

⑧ 体育・健康教育の充実 

ア 一人一人の子どもが、生涯にわたり自ら進んで運動に親しみ、健康・安全で活力

のある生活を送ることができるよう、発達段階に応じた運動能力の向上と体力の増

進を図る。 

イ 学校の保健安全計画にもとづく意図的、継続的な指導により、実践的な能力や態

度が身に付くように努める。 

ウ 学校における事件・事故の未然防止や、児童生徒を犯罪被害から守るために、学

校・警察・地域及び家庭との情報連絡を密にし、危機管理意識の向上に努める。 

エ 学校給食については、衛生管理の徹底に努め、食中毒発生防止に万全を期する。 

オ 下北地区では、肥満傾向が顕著であり、生活習慣の改善に努める。 

⑨ 国際化に対応する教育の推進 

 ア 郷土の文化や伝統、自然環境等に目を向け、体験的な活動を取り入れて、郷土を

よく知り、郷土に対する愛着と誇りを涵養するよう努める。 

イ 一人一人の子どもが、我が国や諸外国の文化と伝統について関心と理解を深める

とともに、国際社会に貢献できるよう、国際理解教育の推進に努める。 

ウ グローバル化に対応した英語教育が求められる中で、町採用の外国語指導助手を

配置し、幼稚園、小学校、中学校において子どもが英語を「話す」「聞く」「読

む」「書く」の英語力とコミュニケーション力を身につける教育の推進に努める。 

⑩ 特別支援教育の充実 

 ア 「大間町きめ細かな子育て支援事業」の取り組みの成果・課題等について的確な

実態把握に努める。 

本事業の実践及び評価を踏まえ、今後も家庭内幼児教育の充実・未発達幼児、幼

児保育の支援さらに、保護者及び学校との良好な関係構築と小学校就学時及び中学

校入学時における情報の共有と児童生徒の社会的自立の支援の継続に努める。 

イ 大間地区こども発達相談連絡会議の有効的活用と開催頻度を高めるよう努める。 

⑪ 情報化に対する教育の推進 

 ア 児童生徒が情報活用能力を身につけることができるよう、情報モラルにかかわる

指導の充実を図り、情報教育の推進に努める。 

イ 学習指導におけるコンピュータ等の適切な活用の推進に努める。 

ウ 平成28年度に大間小学校・奥戸小学校、平成30年度に大間中学校のコンピュータ

機器及び教育ソフトを更新し、校内どの場所でも通信できる無線ＬＡＮの整備及び
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タブレットを配備しＩＣＴ化を図った。 

  今年度は、奥戸中学校のコンピュータ機器及び教育ソフトを更新し利便性を図る。 

⑫ 環境教育の推進 

 ア 一人一人の子どもが、環境と人間とのかかわりについて関心と理解を深め、環境

に対する豊かな感受性を養うことができるよう、環境保全に主体的に取り組む態度

の育成に努める。 

 イ 児童生徒の発達段階や生活環境等に対応し、その興味・関心を生かした指導を工

夫する。 

 ウ 学校と家庭、地域社会が一体となり、地域の環境問題に関わる体験活動を推進す

る。 

⑬ 研修の充実 

 ア 教職の専門性を高め、教育活動の充実を図るため、計画的・積極的な研修の推進

に努める。国における教育再生実行会議の提言の報告、また、「道徳教育総合支援

事業」の評価を踏まえ道徳教育の改善と充実に努める。 

 イ 学校の教育課題解決のための実践研究に努める。 

 ウ 地域との連携を深め、地域の教育資源や学習環境を活用した教育活動に努める。 

⑭ 学校施設の整備 

ア 奥戸小学校木造校舎解体及び図書室改修工事の実施。 

イ その他突発的な学校施設の改修・修繕については随時対応し教育環境の利便性を

図る。 

⑮ へき地・複式教育の充実 

ア 複式学級実施校に対し、教育環境の変化等に伴う人的・物的支援の確保及び教育

現場との情報共有に努める。 

⑯ 学校再編に関するあり方について 

ア 少子化に伴う奥戸小学校及び奥戸中学校のあり方について「大間町奥戸地域学校教育検討

委員会」の報告等を踏まえ、町、町議会、奥戸地区の保護者・住民に対して、教育の現状説

明と意見交換、さらには複式校・統合校の視察研修を実施してきた。大間町教育委員会とし

ては、奥戸地域の子ども達の将来に向けた教育環境のあり方・地域のあり方を継続的に積極

的な協議に努め、町・町議会・住民等に報告してきたが、奥戸中学校は生徒数の減少による

集団活動や行事等教育効果の低下を考慮し、生徒が切磋琢磨できる環境づくりに取り組む必

要があることを重視した結果、奥戸中学校生徒数が20人を切ることが予想される令和３年４

月に奥戸中学校を大間中学校へ統合することとして事業を進める。 

⑰ 大間町の教育委員会事業等の事業評価及び見直しの検討 

 ア 大間町教育委員会の事業及び行事の評価を行い、次世代を見据えた住民ニーズに基づく見

直しの検討をする。 
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２．大間町社会教育の方針と重点 

 

（１）方 針 

地域住民が心のふれあいを深め、生涯にわたって生きがいのある充実した生活を送る

とともに、豊かで住みよい地域社会の実現ができるよう、一人一人の学習と社会参加を

実現する社会教育の推進に努める。 

（２）重 点 

① 青少年の健やかな育成を目指し、家庭、学校、地域が一体となった取り組みを図る

とともに、諸団体が自主的に実施する社会教育の関連行事・事業への参加の奨励、支

援を行う。 

② 町民一人一人が、生涯にわたって自己の啓発・向上をめざし、生きがいのある生活

を送ることができるように、学習機会の充実を図るとともに、新しい時代に対応した

社会教育諸条件の整備充実に努める。 

③ 変動する社会に対応しつつ、地域住民の生活課題や学習要求を把握しながら、生涯

学習の体系的、継続的な学習の支援に努める。 

④ 社会教育関係団体の活動の実態把握をしながら連絡提携を密にするとともに、郷土

愛に満ちたふるさとづくりを推進する。 

⑤ 町民憲章の具体化に向けて、学校・家庭・地域での実践項目を引き続き啓蒙する。 

ア 幼児教育 

少子化や核家族の増加等により、幼児期からの家庭教育が希薄になっていること

から、関係機関と協力して学習機会の充実と支援に努める。 

イ 少年教育 

こころ豊かで健やかな子どもたちを育成するため、学校や青少年健全育成組織と

の連携を図り、子ども教室や子ども会活動等を通じて地域社会が一体となった運動

を幅広く展開できるよう努める。 

ウ 青年教育 

郷土を担う青年が社会的役割と責任を自覚し積極的に社会参加できるよう、仲間

づくり活動の推進とリーダーの育成に努める。 

エ 婦人教育 

女性団体連絡協議会を中心とした女性団体が地域に根ざした様々な学習や地域活

動ができるよう支援する。 

オ 成人教育 

地域における学習活動は、社会的立場からも必要かつ重要であり、心にゆとりと豊

かさをもつために、学習ニーズや社会的課題に応じた学習機会の充実に努める。ま

た、近年、青少年の突発的行動が社会問題になっていることから、その根幹をなす

家庭教育のあり方について、ＰＴＡなどの諸団体との連携を図りながら啓発してい

くことに努める。 

カ 高齢者教育 

高齢者が年々増加していく中で、高齢者自身が仲間づくりを通じて生きがいと社会

参加を積極的に行う活動を支援するため、ニーズに応じた体験的、継続的学習の支

援の充実に努める。 

キ ボランティア活動の支援 

ボランティア活動の一層の支援・推進を図るため、関係機関並びに団体との連携

を強化し、事業の充実を図る。 

ク 学校開放の推進 
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生涯学習推進の拠点として、大間中学校・奥戸中学校の特別教室、体育館等の活

用を図る。また、小学校も可能な限り、生涯学習の場としての役割を果たすように

努める。 

ケ 放課後子ども教室の推進 

地域の子どもたちが安全・安心して活動できる居場所（活動拠点）を設け、様々

な体験活動の機会を提供する。 

コ 家庭教育支援事業の創設の推進 

家庭教育や子育てに関する情報提供や相談対応ができるような体制づくりの創設に努める。 

⑥ 地域の子どもたちが地域資源の保護や活用など「下北ジオパーク」を通じて学ぶ機

会を提供することに努める。 

（３）事 業 

    重点施策として次の事業を行う。 

・成人式    

・青少年健全育成会議支援事業   

・子ども会育成事業   

・函館市戸井地区交流事業 

・学校と地域の協働による教育活動の推進 

・「放課後子どもプラン」～放課後子ども教室推進事業 

・家庭教育支援事業（事業創設研修・講座開設） 

 

３．大間町社会体育の方針と重点 

 

（１）方 針 

地域住民一人ひとりが生涯にわたり、ライフスタイルや生活環境に応じたスポー

ツ・レクリエーションに親しみ、心身ともに、健康で活力のある生活を営むことので

きるよう、その振興と環境づくりに努める。 

（２）重 点 

① 生涯スポーツの底辺拡大と町民の体力づくりの一環として、各種スポーツの実施

に向けた環境整備を図る。 

② 体育協会を中心とした各スポーツ団体、スポーツ少年団活動への実施に向けた環

境整備を図る。 

③ 町民体育館、ウイング等体育施設におけるスポーツ・レクリエーション等の施設

利用促進に努める。 

（３）事 業 

  重点施策として次の事業を行う。 

・市町村対抗県民体育大会参加の支援 

・県民駅伝競走大会参加の支援 

・むつ下北地区地域スポーツフェスティバル参加の支援 

・体育協会、スポーツ少年団等体育団体の育成、支援並びに助成 

 ⅰ北通り少年野球大会（体協主催） 

 ⅱドッジボール大会（体協主催） 

 ⅲスポーツ教室（体協主催） 

・少年剣道大会 

・少年柔道大会 

・町民体育館の活用 

・学校体育施設開放事業 
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４．大間町文化の方針と重点 

 

（１）方 針 

芸術文化の振興と文化財保護のための諸条件の整備充実を図り、文化の担い手であ

る地域住民の積極的な参加を推進することにより、個性豊かな文化活動の充実を図る。 

（２）重 点 

 ① 文化の振興と充実 

公民館、北通り総合文化センター「ウイング」、文化協会等の関係機関、団体との

連携を密にし、個性豊かな文化活動の充実を図るため、芸術文化団体への助成、支援

を行う。 

 ② 文化財の保護保存並びに天然記念物（ニホンザル）保護管理対策 

文化財審議委員との合同調査研究の下に、町内に所在する文化財の発掘及び伝統文

化の継承及び保存の支援を行う。また、関係機関の協力のもと、天然記念物（ニホン

ザル）の保護管理対策を講ずる。 

③ 読書活動の推進  

町民一人一人が自主的な読書活動を行うことができる環境整備を図るとともに、子

どもが読書に親しむ機会を提供する。 

ア 家庭教育に関する学習機会や地域子ども教室等を通じて、読書活動を啓発する。 

イ 読書グループやサークル等に情報を提供し、活動及び研修等の支援に努める。 

ウ 「大間町子供読書活動推進計画」に基づき、子供の読書環境の整備に努める。 

（３）事 業 

   重点施策として次の事業を行う。 

 ・文化事業（町民文化祭、町音楽祭並びに函館市戸井地区との文化交流） 

 ・読書活動の推進 

 ・文化財保護調査並びに天然記念物（ニホンザル）保護管理対策 

 ・歴史関連及び稀少動物調査活動 

 ・子ども会の育成・支援並びに助成（郷土芸能発表、ユニバーサルホッケー） 

 ・郷土芸能、伝統文化の継承、保存 

 ・書き初め席書大会 
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施策別重点項目一覧

Ⅰ 教育委員会 ① 組織

(1) 組織及び事業 ② 教育委員会会議の開催

③ 教育委員による学校訪問の実施

④ 教育委員研修会

⑤ 令和元年度予算及び施設整備・備品・就学援助・奨学金

Ⅱ 学校教育の充実 ① 大間町教育推進協議会（校長会）

(1) 組織及び事業 ② 大間町教頭会

③ 大間町教務主任会

④ 大間町学校事務会

⑤ 大間町学校保健会

⑥ 大間町教育支援委員会

⑦ 大間町学力向上研究会

⑧ 大間町臨時職員任用

⑨ 外国語指導助手の任用

⑩ 大間町きめ細かな子育て支援事業

⑪ 大間町小・中学生海外派遣事業

⑫ 大間町教育ネットワーク事業

⑬ 大間町奨学金貸付事業

⑭ 奥戸地域学校教育の検討

Ⅲ 社会教育の充実 ① 社会教育委員会に関すること。

(1) 組織及び事業 ② 文化財審議委員会に関すること

③ 公民館運営審議委員会に関すること

④ スポーツ推進委員会に関すること

⑤ 少年活動育成会活動に関すること

⑥ 青年教育に関すること

⑦ 勤労青少年ホーム運営委員会に関すること

⑧ 女性団体に関すること

⑨ 老人関係に関すること

⑩ 芸術・文化関係事業に関すること

⑪ 郷土芸能、伝統文化の継承・保存に関すること

⑫ 体育・スポーツ団体に関すること

Ⅳ その他、全体に関する ① 教育委員会行事について

こと

推 進 施 策 重 点 項 目 （ 課 題 項 目 ） 備考
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Ⅰ 教育委員会

① (1) 組　織

教育長 佐
さ

　藤
とう

　桂
けい

　一
いち
（令和元年10月17日から令和4年10月16日まで）

教育長職務代理者 髙
たか

　松
まつ

　大
だい

　助
すけ
（平成30年10月1日から令和4年9月30日まで）

教育委員 宮
みや

　野
の

　成
なり

　厚
あつ
（平成28年10月1日から令和2年9月30日まで）

　〃 佐
さ

　藤
とう

　恵美子
え　み　こ

（平成29年9月19日から令和3年9月30日まで）

　〃 小
こ

　向
むかい

　英
ひで

　徳
のり
（令和元年10月1日から令和5年9月30日まで）

(2) 事　業 ① 教育委員会会議（年間13回（定例12、臨時1））

② 教育委員による学校訪問

③ 教育委員会委員研修会

④ 臨時講師・臨時用務員採用・配置（学校教育の充実にて記載）

⑤ その他

(3) 事務局

教育課 課長 熊
くま

　谷
がい

　直
なお

　喜
き
（平成30年　4月　1日　～

課長補佐 村
むら

　川
かわ

　研
けん

　二
じ
（平成29年　4月　1日　～

課長補佐 浅
あさ

　見
み

　　　法
はかる

（平成27年　4月　1日　～

主査 細
ほそ

　川
かわ

　葉
よう

　子
こ
（平成28年　4月　1日　～

主査 苅和野
かり　わ　の

　さゆり （平成31年　4月　1日　～

主事 藤
ふじ

　枝
えだ

　　誠
あきら

（平成31年　4月　1日　～

主事 新
にっ

　田
た

　隼
はや

　人
と
（平成29年　4月　1日　～

主事 村
むら

　川
かわ

　　　遼
りょう

（平成31年　4月　1日　～

事務分担については、別添参照
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    【H31.4.1】

区分 事　　務　　内　　容 主担当 副担当

総　括 総務係全般に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

教育委員会 総合教育会議に関すること 熊谷　課長 村川　補佐

教育委員会の会議及び報酬・費用弁償に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

儀式、交際及び渉外に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

公印の制定及び管守並びに公文書に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

熊谷　課長 村川　補佐

熊谷　課長 村川　補佐

予算その他の議会の議決を経るべき審議に対する意見の申し出に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

工事計画の策定及び教育財産の取得の申し出、管理に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

熊谷　課長 村川　補佐

委員会に対する請願及び陳情に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

教育委員会採用人事関係事務手続きに関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

学校設置、管理及び廃止に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

教育財産の管理に関すること 熊谷　課長 村川　補佐

教育委員会関係各種表彰に関すること 熊谷　課長 村川　補佐

県教育委員会及び他市町村及び事務局内の連絡調整に関すること 熊谷　課長 村川　補佐

県費負担教職員の服務、分限、懲戒に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

県費負担教職員の内申事務及び町臨時講師の採用事務に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

学務関係 学力向上推進委員会に関すること。 村川　補佐 熊谷　課長

大間町学校教育改革計画に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

就学区域の設定及び変更に関すること 熊谷　課長 村川　補佐

学区外・区域外就学及び児童生徒の異動に関すること。 細川　主査 新田　主事

学校の組織編制及び学級編成に関すること。 細川　主査 熊谷　課長

就学通知及び学齢簿作成に関すること。 細川　主査 新田　主事

児童生徒の就学指導委員会に関すること。 細川　主査 新田　主事

要・準要保護認定及び就学援助費に関すること。 細川　主査 新田　主事

新入学児童知能検査及び健康診断に関すること。 新田　主事 苅和野主査

各校児童生徒の各種健診及び教職員の健康診査に関すること 新田　主事 苅和野主査

幼稚園入園及び異動に関すること。 苅和野主査 新田　主事

こども発達相談連絡協議会に関すること。 苅和野主査 新田　主事

大間町きめ細かな子育て支援事業に関すること。 苅和野主査 新田　主事

児童生徒の問題行動等に係るネットワーク会議に関すること。 村川　補佐 熊谷　課長

大間町要保護児童対策地域協議会実務者会議に関すること 村川　補佐 熊谷　課長

教育委員会の事務の評価点検に関すること 村川　補佐 熊谷　課長

教育委員会臨時職員採用に関すること 村川　補佐 熊谷　課長

平成31年度　大間町教育委員会　教育課（総務係・社会教育係）事務分掌　　　

規則、規程その他公文書の審査並びに規則、その他規程の制定又は改廃及
び公表に関すること。

職員（県費負担教職員を除く）の定数、任免、給与の決定、分限、懲戒、公務
災害の認定、服務その他人事、研修、福利及び厚生に関すること。
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学校施設の施設保全及び整備（工事・修繕・改修等）に関すること。 村川　補佐 新田　主事

教職員住宅に係る整備・事務手続き等に関すること。 村川　補佐 新田　主事

学校施設に係る機器の導入等に関すること。 村川　補佐 新田　主事

学校施設に係る維持管理委託業務等に関すること。 新田　主事 村川　補佐

学校施設台帳に関すること 村川　補佐 熊谷　課長

教科用図書に関すること。 新田　主事 苅和野主査

校長会に関すること。 熊谷　課長 村川　補佐

教頭会に関すること。 村川　補佐 熊谷　課長

教務主任会に関すること。 細川　主査 熊谷　課長

学校事務会に関すること。 新田　主事 苅和野主査

大間町教育三者懇談会に関すること 村川　補佐 熊谷　課長

教職員交流会に関すること 村川　補佐 熊谷　課長

学校保健会に関すること。（検診日程・契約調整及び食育実践事業等） 苅和野主査 新田　主事

学校承認事務関係（授業日変更・出張、有休休暇）に関すること。 苅和野主査 新田　主事

小中学校に係る公用車輌（中型バス等）使用調整に関すること。 新田　主事 熊谷　課長

青少年海外派遣事業等、国際交流に関すること。 苅和野主査 細川　主査

教育課程に係る関係書類の取扱いに関すること。 細川　主査 新田　主事

県　学校施設課からの調査等に関すること 村川　補佐 新田　主事

県　教職員課・職員福利課からの調査等に関すること 苅和野主査 細川　主査

県　学校教育課からの調査等に関すること 細川　主査 苅和野主査

県　スポーツ健康課からの調査等に関すること 村川　補佐 細川　主査

下北教育事務所からの調査・通知文書に関すること。 細川　主査 苅和野主査

学校教員統計調査に関すること。 苅和野主査 細川　主査

日本スポーツ振興センター請求に関すること。 新田　主事 苅和野主査

奨学生選考委員会に関すること。 苅和野主査 新田　主事

奨学金に係る事務全般に関すること。 苅和野主査 新田　主事

奨学金督促業務に関すること。 苅和野主査 全職員

予算関係 教育費及び学校予算編成及び執行に関すること 村川　補佐 熊谷　課長

臨時講師・臨時用務員の賃金支払に関すること。 新田　主事 細川　主査

教育委員の報酬・費用弁償に関すること。 新田　主事 細川　主査

支出負担行為に関すること。 新田　主事 細川　主査

町補助金及び負担金に関すること。 新田　主事 細川　主査

地方教育費調査に関すること。 細川　主査 苅和野主査

奨学金関係
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補助金
関　係

電源立地地域対策交付金に関すること（工事）及び
再生可能エネルギー等導入事業に関すること。

村川　補佐 熊谷　課長

電源立地地域対策交付金に関すること。（維持運営費「幼稚園を除く」) 新田　主事 熊谷　課長

学校給食用牛乳供給事業に関すること。 新田　主事 熊谷　課長

へき地児童生徒援助費補助金に関すること。 細川　主査 苅和野主査

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金に関す
ること。

細川　主査 苅和野主査

幼稚園就園奨励費補助金に関すること。 苅和野主査 細川　主査
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 【H314.1】
区　分 事　　務　　内　　容 主担当 副担当

　全　　般 社会教育全般に関すること 熊谷　課長 浅見　補佐

社会教育関係 社会教育委員に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

下北地区社会教育担当者協議会に関すること 浅見　補佐 藤枝　主事

生涯学習・講座等町づくりに関すること 村川　主事 新田　主事

家庭教育支援事業に関すること 村川　主事 新田　主事

社会教育関係団体の指導育成に関すること

・青森県青少年健全育成会議に関すること 村川　主事 浅見　補佐

・大間町青少年健全育成会議に関すること 村川　主事 浅見　補佐

・女性教育・女性団体の育成指導に関すること 村川　主事 浅見　補佐

・青年教育・青年団体の育成指導に関すること 村川　主事 浅見　補佐

・少年教育・少年団体の育成指導に関すること 村川　主事 浅見　補佐

・ＰＴＡ団体等の育成指導に関すること 村川　主事 浅見　補佐

・「放課後子どもプラン」に関すること 藤枝　主事 新田　主事

文化財審議委員に関すること 浅見　補佐 新田　主事

文化財保護及び県史・町史に関すること 浅見　補佐 新田　主事

天然記念物（ｻﾙ、ｶﾓｼｶ等）保護・被害対策に関すること 浅見　補佐 新田　主事

下北ジオパークに関すること 村川　補佐 熊谷　課長

成人式に関すること 新田　主事 細川　主査

共済レクに関すること － －

青少年赤十字に関すること 村川　主事 藤枝　主事

町史編さんに関すること 浅見　補佐 熊谷　課長

社会教育関係施設の維持管理に関すること 藤枝　主事 村川　主事

その他社会教育に関すること 浅見　補佐 藤枝　主事

公民館関係 公民館運営審議委員に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

公民館の維持管理（利用許可含む）に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

大間町奥戸交流館（利用許可含む）に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

公民館車輌管理に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

芸術、文化、芸術文化団体育成指導に関すること 新田　主事 浅見　補佐

下北美術展に関すること 新田　主事 浅見　補佐

音楽祭・ジョイントコンサートに関すること 村川　主事 浅見　補佐

文化祭に関すること 新田　主事 浅見　補佐

書初め席書大会に関すること 新田　主事 細川　主査

図書・図書室に関すること（子ども読書推進計画含む） 藤枝　主事 村川　主事

子ども会育成連絡協議会に関すること 藤枝　主事 村川　主事

　（ﾕﾆﾎｯｹｰ・ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ・芸能発表会）

社会体育関係 社会体育事業の企画立案に関すること 浅見　補佐 藤枝　主事

体育施設協会に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

大間町体育協会に関すること 浅見　補佐 藤枝　主事

スポーツ少年団育成指導に関すること 藤枝　主事 村川　主事
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町内スポーツ団体育成指導に関すること 藤枝　主事 村川　主事

スポーツ推進委員に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

生涯スポーツ推進事業に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

スポーツ教室に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

町民体育館維持管理（利用許可含む）に関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

障害者スポーツに関すること 藤枝　主事 浅見　補佐

市町村対抗青森県民体育大会に関すること 浅見　補佐 藤枝　主事

市町村対抗青森県民駅伝競走大会に関すること（実行委員会含む） 村川　主事 浅見　補佐

はまなす駅伝に関すること 浅見　補佐 熊谷　課長

少年柔道大会に関すること 浅見　補佐 熊谷　課長

少年剣道大会に関すること 藤枝　主事 新田　主事

旧戸井町との交流事業（文化祭等）に関すること 新田　主事 浅見　補佐

勤労青少年
ホーム関係

勤労青少年ホーム運営方針について 村川　主事 浅見　補佐

勤労青少年ホーム運営委員に関すること 村川　主事 浅見　補佐

勤労青少年ホームの維持管理に関すること 村川　主事 浅見　補佐

予算関係 社会教育関係予算（編成・執行）に関すること 藤枝　主事 村川　主事

支出負担行為に関すること 藤枝　主事 村川　主事

各種団体補助金に関すること 藤枝　主事 村川　主事

社会教育委員等の報酬・費用弁償に関すること。 藤枝　主事 村川　主事
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② 教育委員会会議の開催

1　報告

4 月 定例会 4 月 25 日 (木) 教育委員会 ① 5月行事予定、年間行事予定について

午後1時30分～ （小会議室2) ② 教育課職員の事務分掌について

２　議案

① 平成31年度事業計画について

１　報告

5 月 定例会 5 月 28 日 (火) 教育委員会 ① 6月行事予定について

午後1時～ （小会議室3) ２　議案

① 6月補正予算について

② 大間町奨学生の決定について

1　報告

6 月 定例会 6 月 27 日 (木) 教育委員会 ① 7月行事予定について

午後3時～ （小会議室2) ② 大間町議会6月定例会について

③ 下北地方中学校体育大会夏季大会結果報告について

２　議案

① 教育委員会による学校訪問について

3　その他

① 地域と学校の連携・協働について

1　報告

7 月 定例会 7 月 24 日 (水) 教育委員会 ① ８月行事予定について

午後3時～ （小会議室2) ② 成人式について

③ 青森県民駅伝競走大会について

④ 青森県中学校体育大会夏季大会結果について

⑤ 教育委員会による学校訪問について

開催日時会議名称 開催場所 内　　　　　容
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1　報告

8 月 定例会 8 月 28 日 (水) 教育委員会 ① ９月行事予定について

午後3時～ （小会議室2) ２　議案

① 大間町議会第３回定例会提出議案について

② 大間町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する

条例について

③ 大間町立公民館使用条例の一部を改正する条例について

大間町奥戸交流館条例の一部を改正する条例について

大間町町民体育館使用条例の一部を改正する条例について

大間中学校屋外運動場夜間照明施設使用料の一部を改正

する条例について

３　その他

① 奥戸中学校統合後の活用について

1　報告

9 月 定例会 9 月 17 日 (火) 大間町役場 ① 10月行事予定について

午後4時～ （小会議室2) ② 青森県民駅伝大会結果について

③ 第44回町民文化祭及び第41回大間町音楽祭について

２　議案

① 教育委員会採用臨時職員の更新について

② 教育委員会臨時職員の採用について

（大間中学校臨時用務員）

1　報告

10 月 定例会 10 月 31 日 (木) 大間町役場 ① 11月行事予定について

午後3時～ （小会議室2） ② 2019年度第2回大間町教育支援委員会に係る答申について

③ 教育委員会職員の懲戒処分について

２　議案

① 奥戸中学校統合後の校舎の活用について

1　報告

11 月 定例会 11 月 27 日 (水) 大間町役場 ① 12月行事予定について

午後３時～ （小会議室2） ② 第34回大間町少年柔道大会について

２　議案

① １２月定例議会補正予算について

会議名称 開催日時 開催場所 内　　　　　容
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1　報告

12 月 定例会 12 月 17 日 (火) 大間町役場 ① 1月行事予定について

午後3時30分～ （小会議室2） ② 第34回大間町少年柔道大会結果について

③ 2019年度大間町教育支援委員会に係る答申について

1　報告

1 月 定例会 1 月 29 日 (水) 大間町役場 ① ２月行事予定について

午後3時～ （小会議室2） ② 第48回大間町新春書初め席書大会結果について

③ 第56回大間町少年剣道大会結果について

④ 令和元年度青森県学習状況調査結果等について

1　報告

2 月 定例会 2 月 27 日 (木) 大間町役場 ① ３月行事予定について

午後３時～ （小会議室2） ② 会計年度任用職員選考に係る臨時教育委員会の開催について

２　議案

① 令和元年度3月補正予算（案）について

② 令和2年度当初予算(案)について

1　議案

3 月 臨時会 3 月 8 日 (日) 大間町役場 ① 大間町教育委員会会計年度任用職員採用者の承認について

　　（第1回目） 午前10時30分～（小会議室3）

1　報告

3 月 定例会 3 月 24 日 (火) 大間町役場 ① ４月行事予定について

午後3時～ （小会議室2） ② 2019年度大間町教育支援委員会に係る答申について

③ 会計年度任用職員の配置について

④ 管内教職員の人事異動について

【成果】

　大間町教育委員会会議については、計画的に毎月開催することができ、教育委員会委員全体で大間町

の教育施策をはじめ、教育制度改正、学校現場の児童生徒の現状等の情報を共有することに努めた。

　更には、教育委員及び事務局での学校訪問を実施し、直に教育現場を視察を行うことで、より現実的に

現状を認識して、大間町の児童生徒の教育環境整備及び学力向上への取り組みへ寄与することができた。

【課題】

会議の日程調整をうまく行っていきたい。

内　　　　　容会議名称 開催日時 開催場所
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③ 教育委員による学校訪問

日時：令和元年９月１７日（火）

午前9時00分　～ 大間小学校

午前10時00分～ 大間中学校

午前11時00分～ 大間幼稚園

午後1時30分～ 奥戸小学校

午後2時30分～ 奥戸中学校

訪問内容

特色ある取り組みについて（現年度、過年度）

新たな取り組みについて

その他（学力、部活、児童生徒の様子等）

④ 教育委員研修会
令和元年度教育長・教育委員及び事務局職員研修会

期　日 令和 元 年 6 月 25 日 （火）

時　間 午前 11 時 15 分 ～ 午後　3　時16 時 0 分

日　程 視察①：「県重宝　旧三上家見学」

視察②：「願掛岩」

視察③：「歌舞伎の館」

視察④：「仏ヶ浦」

参加者 佐藤教育長 佐藤委員 小向委員 村川課長補佐

趣　旨 「下北ジオパーク」の理解を図り、学校教育におけるジオパーク

普及活動の推進に資することを目的とする。
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⑤ 令和元年度予算及び施設整備・備品・就学援助・奨学金

① 決算額の概要 　　（　単位：千円　）

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

4,801,613 100.0% 6,563,754 100.0% △ 1,762,141

286,772 6.0% 559,403 8.5% △ 272,631

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

教育総務費 61,532 100.0% 66,900 100.0% △ 5,368

教育委員費 749 1.2% 789 1.2% △ 40

事務局費 60,783 98.8% 66,111 98.8% △ 5,328

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

小学校費 93,915 100.0% 360,359 100.0% △ 266,444

学校管理費 90,532 96.4% 356,350 98.9% △ 265,818

教育振興費 3,383 3.6% 4,009 1.1% △ 626

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

中学校費 47,646 100.0% 50,177 100.0% △ 2,531

学校管理費 43,382 91.1% 46,037 91.7% △ 2,655

教育振興費 4,264 8.9% 4,140 8.3% 124

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

幼稚園費 43,123 46,751 △ 3,628

幼稚園費 43,123 100.0% 46,751 100.0% △ 3,628

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

社会教育費 29,038 100.0% 25,745 100.0% 3,293

社会教育総務費 21,261 73.2% 18,902 73.4% 2,359

公民館費 7,777 26.8% 6,843 26.6% 934

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

保健体育費 5,494 6,670 △ 1,176

保健体育総務費 5,494 100.0% 6,670 100.0% △ 1,176

前年度との比較

決算額 割合 決算額 割合 増減額 A-B

勤労青少年ホーム費 6,024 2,801 3,223

6,024 100.0% 2,801 100.0% 3,223

区　　分
本年度　A 前年度　B

区　　分

勤労青少年ホーム費

区　　分
本年度　A 前年度　B

区　　分
本年度　A 前年度　B

区　　分
本年度　A 前年度　B

区　　分
本年度　A

区　　分

町予算総額

教育課関係予算

区　　分
本年度　A

本年度　A 前年度　B

本年度　A 前年度　B

前年度　B

前年度　B
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② 施設整備事業（工事）

・ 勤労青少年ホーム暖房用温水ボイラー更新工事 円

・ 勤労青少年ホーム暖房用膨張タンク工事 円

・ 大間小学校ＰＡＳ（気中負荷開閉器）交換工事 円

・ 大間小学校ボイラー修繕工事 円

・ 奥戸小学校木造校舎解体及び図書室改修工事 円

・ 大間幼稚園玄関屋根防水改修工事 円

・ 大間幼稚園遊具更新工事 円

合計 円

施設整備事業（設計・工事監理業務委託）

・ 工事発注技術支援業務委託料 円

・ 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 円

・ 大間町民体育館等照明器具ＰＣＢ調査委託料 円

・ 建築物定期調査及び報告書作成業務委託料（小学校） 円

・ 奥戸小学校木造校舎解体及び図書室改修工事監理業務委託料 円

・ 奥戸小学校グラウンド改修工事設計業務委託料 円

・ 建築物定期調査及び報告書作成業務委託料（中学校） 円

・ 建築物定期調査及び報告書作成業務委託料（幼稚園） 円

合計 円

③ 学校備品整備事業

・ 小　学　校 円 円

・ 中　学　校 円 円

・ 幼　稚　園 円 円

④ 就学援助等

・ 小　学　校 円 円 円 円

・ 中　学　校 円 円 円 円

⑤ 奨学金貸し付け

・ 高等学校 6 人 10 人

・ 大学等 6 人 8 人

12 人 18 人

円 円

756,404

826,867

1,246,948

15,476,040

教材用備品学校管理用備品

793,800
2,700,000

88,000

47,558,100

4,950,000

1,210,000

7,370,000

422,280

802,880

492,480

140,400

3,240,000
960,300
550,000

1,296,000
38,018,000

合　計

金　額

907,800

0

3,240,000 4,680,000

（新規3人） （新規5人）

（新規1人）

（新規4人）

（新規2人）

（新規7人）

特別支援教育就学奨励費

189,811

206,796

平成30年度 令和元年度

382,432

837,360

344,000

435,000

186,741

136,694

学用品費 修学旅行 学校給食費

0
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Ⅱ 学校教育の推進

(1) 組織関係

① 大間町教育 ● 大間町の教育の向上・充実を図る。
推進協議会（校長会） ● 幼児・児童・生徒の「基本的生活習慣の確立」「心の教育」

「基礎学力の向上と定着」の３点に重点をおく。
構成員 （９人）

幼稚園長、小中学校長4、高校校長、教育長、教育課長、教育課長補佐

② 教頭会 ● 大間町の教育の向上・充実を図る。
● 具体的な実践計画、教職員交流会、レクリエーション等、
青少年健全育成関係の運営に当たる。

構成員 （６人）
小中学教頭4、高校教頭、教育課長補佐

③ 教務主任会 ● 大間町の教育の向上・充実を図る。
● 授業・行事及び学校生活の充実改善に努める。
構成員 （６人）
小・中・高校の教務主任、教育課主査

④ 学校事務会 ● 大間町の教育の向上・充実を図る。
● 事務の基本と実務の研修及び業務の円滑な遂行に努める。
構成員 （５人）
小・中学校事務職員、教育課主査

⑤ 学校保健会 ● 教職員及び父母の学校保健安全意識の高揚を図り、生涯にわたり
心身ともに健康な子どもの育成を目指して各行事を行う。

構成員 （35人）
幼・保園代表、小・中学校長・教頭・保健主事・PTA会長・養護教諭
学校医、学校歯科医、学校薬剤師、住民福祉課長、保健師、
教育長、教育課主査

　各組織は月に１回定例会議を開き、各学校の行事の確認と調整や児童・生徒の学力や生徒指導
等の諸問題についての情報交換を行うとともに、学校教育の共通課題解決の対策等について話し
合う。校長会は、組織の中核として組織間の連絡や連携活動ができるように情報を提供する。
　予算は、校長会がまとめて町から交付を受け各組織へ分配することとなっている。

組　織　名 ね　　ら　　い　　・　　構　　成　　員
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⑥大間町教育支援委員会 

 

大間町教育支援委員会の設置に関する規則 

（設置） 

第１条 教育上特別な配慮を要する児童及び生徒の教育の充実を図るため、大間町教

育支援委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、大間町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の諮問に応

じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議等を行う。 

(１) 障がいのある児童生徒の就学に関する事項 

(２) 障がいのある児童生徒に対する就学後の継続的な教育支援に関する事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

(１) 医師 

(２) 教職員 

(３) 民生児童委員 

(４) 学識経験を有する者 

(５) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任させることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を各１名置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その

職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決

するところによる。 

（専門委員） 

第７条 第２条に規定する調査及び審議等を行うため必要があるときは、委員会に専

門委員を置くことができる。 
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２ 専門委員は、教育委員会が委嘱又は任命し、任期は委員会の委員の任期に準ずる

ものとする。 

３ 専門委員は、担当する専門業務を掌理するとともに、総合診断に必要な調査を実

施し、検査書等の作成にあたる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、大間町教育委員会事務局において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 大間町就学指導委員会の設置に関する規則（平成17年３月22日大間町教育委員会

規則第５号）は、廃止する。 
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○大間町教育支援委員会に関する規程 

平成17年３月22日教育委員会規程第４号 

大間町教育支援委員会に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、大間町教育支援委員会の設置に関する規則（平成30年大間町教

育委員会規則第４号。以下「規則」という。）第９条の規定に基づき、大間町教育

支援委員会（以下「教育支援委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（委員の職務） 

第２条 委員は、児童・生徒又は幼児の障がいの種類及び程度を判断し、その結果を

教育長に具申する。 

（会議） 

第３条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、前条に定める必要な事項を協議する。 

（申出） 

第４条 小学校及び中学校の校長（以下「校長」という。）は、特別支援学級又は県

が設置する特別支援学校に障がいがあると認められる児童・生徒を入級させ、又は

入学させようとする場合は、様式第１号から様式第５号までを教育長に提出しなけ

ればならない。 

（通知） 

第５条 教育長は、前条の申出があったときは、教育支援委員会に対し、児童・生徒

の就学についての総合診断をさせ、その結果を速やかに当該校長に通知するものと

する。 

（校長の措置） 

第６条 前条の通知を受けた校長は、当該児童・生徒の就学について速やかに適正な

措置を講じなければならない。 

（就学前児童の申出） 

第７条 大間町内の保育所長若しくは幼稚園長及び保育園長又は大間町に住所を有す

る幼児の保護者（親権を行う者、後見人その他の者で幼児を現に保護しているもの

をいう。）が、当該幼児の総合診断の申出をする場合の手続等については、第４条

の規定を準用する。 

（教育長の措置） 

第８条 教育長は、校長に対し教育支援委員会の総合診断に基づき障がいのある児

童・生徒について適正な教育支援及び教育的措置を講ずるよう支援するものとする。 

附 則 

この規程は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月19日教育委員会規程第１号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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大間町教育支援委員会開催状況 

 

◯第１回会議 

日 時  令和元年６月２４日（月） 

午後２時～午後３時半 

場 所  大間町役場中会議室２ 

案 件 

１）平成３０年度事業報告について 

２）２０１９年度事業計画（案）について 

３）その他（情報交換） 

 

 

◯第２回会議 

 日 時  令和元年１０月２９日（火） 

午後１時３０分～ 

場 所  大間町役場中会議室２ 

案 件 

１）調査報告及び審議・判定 

２）その他 

 

 

◯第３回会議 

日 時  令和２年３月２日（月） 

午後２時００分～ 

場 所  大間町役場中会議室２ 

案 件 

 １）調査報告及び審議・判定 

 ２）その他 
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大 間 町 教 育 支 援 委 員 名 簿 

 

                            

番号 氏  名 職 名 所  属 任     期 

１ 一 戸 雅 之  院 長 大間病院 H31.4.1～R2.3.31 

２ 石戸谷 恒 鋭 教 頭 むつ養護学校 H30.4.1～R2.3.31 

３ 笹 原 芳 彦 校 長 大湊小学校 H30.4.1～R2.3.31 

４ 横 山 信 子 校 長 大間小学校 H30.4.1～R2.3.31 

５ 津 幡    亨 校 長 奥戸小学校 H30.4.1～R2.3.31 

６ 侭 田    登 校 長 大間中学校 H30.4.1～R2.3.31 

７ 祐 川 達 也 校 長 奥戸中学校 H31.4.1～R2.3.31 

８ 太 田 恭 子 教 諭 大間小学校 H30.4.1～R2.3.31 

９ 山 崎 健 也 講 師 大間中学校 H31.4.1～R2.3.31 

１０ 三 上 真 未 教 諭 奥戸中学校 H31.4.1～R2.3.31 

１１ 畠 山   章 会 長 
民生委員児童

委員協議会 
H30.4.1～R2.3.31 

１２ 石 澤 教 子 主任保育士 大間保育園 H30.4.1～R2.3.31 

１３ 御厩敷 義 子 園 長 大間幼稚園 H30.4.1～R2.3.31 

１４ 筑 田 和 子 主任保育士 
う み の 子 

保 育 園 
H30.4.1～R2.3.31 

１５ 菊 池 香 代 保健師 住民福祉課 H31.4.1～R2.3.31 
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専 門 調 査 員 名 簿 

  
 

所  属  先 職   名 氏    名 

大 間 小 学 校 教    諭 太 田 恭 子 

大 間 中 学 校 講 師 山 崎 健 也 

奥 戸 中 学 校 教 諭 三 上 真 未 

大 間 幼 稚 園 園 長 御 厩 敷 義 子 

大 間 保 育 園 主任保育 士 石 澤 教 子 

うみの子保育園 主任保育 士 筑 田 和 子 

住 民 福 祉 課 保 健 師 菊 池 香 代 

 

専 門 検 査 員 名 簿 

 

所 属 先 職   名 氏     名 

大湊小学校 校 長 笹 原 芳 彦 
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⑦ 学力向上研究会

平成３年４月１日に、

① 児童生徒に基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る。

② 楽しくわかる授業づくりのため学習指導技術の向上を図る。

③ 家庭学習習慣の確立に努める。

① 第１部会　　基礎学力向上部会

主な事業 ㋐ 大間町漢字・計算・英単語大会の実施

㋑ 総合学力調査〈4月〉の実施

㋒ 総合学力調査〈12月〉の実施

◯

◯

◯

※

② 第２部会　　家庭地域啓発部会

主な事業 ㋐ 小・中学校一斉の「家庭学習強化週間」の実施

㋑ 小・中学校共通の「家庭学習のマニュアル」の活用と見直し

ことを目的に「大間町学力向上推進委員会設置要綱」を制定し、主に学力テストの分析・考察や
教育講演会の開催に取り組んできました。しかし、組織が大きすぎ活動もマンネリ化・形骸化した
ことが原因で活動休止状態が続いたため、平成１６年度に小・中学校４校で組織する「大間町学
力向上研究会」を立ち上げて事業を再開し現在に至ってます。

　小中学校４校の共通課題は「学力向上」と捉え、「基礎学力向上部会」と「家庭地域啓発部会」
を柱に、小・中学校の連携強化を図りながら、小・中学校９年間を見通した学力向上の方策を模
索し、学力向上のための共通行動を推進している。

　小中学校４校の共通課題である「学力向上」については、小・中学校が各々の役割をしっかり果た
すことに加え、小・中学校９年間の発達や学びを確保する小中連携がますます必要となってくる。
　また、保護者や地域住民の理解と協力を得て、学びの連続性を確保する教育環境を整えることも
求められる。そこで、学習と生活面の両面にわたり９年間を見通した具体的な方策を練り、継続的に
指導を行うことを目的に実施するものである。

県内及び郡内の殆どの小･中学校でベネッセコーポレーションの学力調査を実施しているこ
とから、他町村との比較及び当町の児童生徒の現状を把握するため、平成２８年度からは、
ベネッセコーポレーションの学力検査へ移行した。

　総合学力調査（4月実施）については、小学2年生から中学3年生を対象に実施
し、その結果について集計・分析し、個々の事後指導及び授業改善に役立てた。
また、２学期には分析を踏まえた小・中学校の連携公開授業を行った。

　総合学力調査（1月実施）については、小学1年生から中学2年生を対象に実施
し、子ども一人ひとりの伸び・目標到達の度合いを明らかにすることの他、4月との
比較により、指導の効果を把握できた。

　町漢字・計算･英単語大会については、基礎学力（読み・書き・計算）の能力を高
めることを目的とし、小学校は漢字・計算、中学校は漢字・計算・英単語のテストを
行っている。これの結果について満点賞と優秀学級賞については「広報おおま」へ
の掲載及び大間町のホームページへ掲載している。
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⑧ 大間町臨時職員（臨時講師・臨時用務員・臨時事務員）任用

　教育委員会では、令和元年度町立学校・町立幼稚園に期限付き臨時職員を次の

とおり採用しています。

〇 町立学校 臨時講師 1 名

臨時教諭 1 名 採用期限

臨時用務員 4 名 上期 平成３１年４月１日（２日）～令和元年９月３０日）

〇 町立幼稚園 臨時教諭 1 名 下期 令和元年１０月１日（２日）～令和２年３月３１日）

臨時用務員 1 名 ※ 期限付きのため６ヶ月で更新

採用者一覧

〇 採用方法 公募等（大間町の臨時職員採用広報・ﾊﾛｰﾜｰｸ等）

採用試験 平成３１年　３月３日（日） 実施

試験内容 学校臨時講師 小論文及び面接試験

幼稚園臨時教諭　 小論文及び面接試験

学校用務員 面接試験

幼稚園用務員 面接試験

※ 臨時講師に係る人件費（賃金）については、県核燃料物質等取扱税交付金にて補填されている。

（平成１８年度から継続実施している。）

※ 本事業については、次年度以降も継続実施していく予定であります。

加澤
カザワ

　和
カズヤ

八

臨時用務員泉
イズミ

　　代
ヨ

志
シ

子
コ

町立奥戸小学校

横浜
ヨコハマ

　賢一
ケンイチ

町立大間小学校 臨時用務員

臨時講師町立大間中学校

氏　　　名 配置先 職　　種

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

傳法
デンポウ

　光俊
ミツトシ

町立奥戸中学校 臨時用務員

大坂
オオサカ

　美穂子
ミホコ

町立大間幼稚園 臨時用務員

細川
ホソカワ

　栄子
エイコ

町立大間小学校 臨時教諭

泉
イズミ

　麻
マイ

以

長
ナガ

平
ヒラ

　一文
カズフミ

町立大間中学校

町立大間幼稚園 臨時用務員

臨時用務員

Ａ

評価

Ａ

Ａ

Ａ
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⑨ 外国語指導助手の任用

〇 事業を実施するに至った経緯

　学習指導要領の改訂により、小学校においては令和2年度から、中学校においては令和3年度

から英語教育が全面実施というスケジュールとなっている。

　令和2年度の小学校の英語教育義務化の完全実施に向けて、平成30年度から「外国語活動」が

前倒しされ、3・4年生までが必修化される。これらを踏まえ、教育委員会としては「生きた英語に触れ、

英語に親しみ、楽しみながら学べる環境を与えるために外国語指導員を配置するものである。

任用者 氏名 Agyekum Jr Paul Atta（アジェクム　ジュニア　ポール　アッタ）

国籍 米国

生年月日 1989年（平成元年）　9月22日生まれ　

在留資格 教育

採用年月日 平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

◯ 外国語指導助手の職務（大間町外国語指導助手任用規則より）

・ 中学校における外国語科等の授業の補助

・ 小学校における外国語活動等の補助

・ 外国語教材作成の補助

・ 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助

・ 特別活動や部活動等への協力

・ 外国語担当指導主事や外国語科担当教員等に対する語学に関する情報の提供

・ 外国語スピーチコンテストへの協力

・ 地域における国際交流活動への協力

・ その他、教育委員会及び学校以外の大間町役場所管業務への協力

◯ 給料（大間町外国語指導助手任用規則より）

・ 外国語指導助手の給料は月額30万円とする。
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⑩ 大間町きめ細かな子育て支援事業

〇 事業を実施するに至った経緯

　当時、大間町の学校教育現場では集団の授業についていくことが難しい児童生徒が多く見られ、

教員が苦慮していた。それらを踏まえ、就学時健診の際の知能検査を過去６年間調べたところ、通

常の授業についていくことが困難であろうと思われる知能段階の児童が対象者３４０人中に５２人

（15.29％）もあり、就学後も学習に困難な状況となっていることであった。

　このことから、町としては【就学前の幼児期の発達が重要】と考え、いわゆるグレーゾーンの幼児に

きめ細やかな対応をして、少しでも改善された状況で就学してもらうために『きめ細かな子育て支援

事業』を実施することになりました。

本事業は、次の要綱に基づき平成２３年度から継続実施されている事業であります。

大間町きめ細かな子育て支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　大間町きめ細かな子育て支援事業実施要項に基づき事業を実施する、社会福

祉法人大間保育園に対し、当該年度の予算の範囲において、大間町きめ細かな子育て

支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、大

間町補助金等に関する規則（昭和52年大間町規則第９号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象）

第２条　補助金の対象となる事業項目は、次のとおりとする。

　(1)　家庭内幼児保育の充実に係るもの

　(2)　幼児保育の支援に係るもの

　(3)　その他町長が必要と認めるもの

２　前項各号に係る対象経費は、次のとおりとする。

　(1)　講師に係る謝金及び費用弁償

　(2)　臨時保育士に係る人件費

　(3)　保育士の資質向上を図るための研修旅費

　(4)　その他町長が必要と認めるもの

　（補助金交付申請等）

第３条　補助金交付申請は、規則第４条に定めるところによる。

２　補助金交付請求は、規則第７条第２項に定めるところによる。

　（実績報告）

第４条　補助金実績報告は、規則第１３条に定めるところにより、事業完了後速やかに報

告しなければならない。

　（補助金の額の確定等）

第５条　町長は、事業の完了又は廃止に係る事業の成果の報告を受けた場合においては、

報告書等の書類の審査により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、事業者に通知するものとする。

　（補助金の前金払い）

第６条　地方自治法施行令第１６３条の規定により、当該補助金は前払いすることができ

る。ただし、補助金の交付決定を受けたものであって、第２条第２項第２号に規定する対象経費
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で、前期分として４月から９月までに係る経費を、後期分として１０月から３月までに係る経費を

前払いできる。

　（補則）

第７条　この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

〇 令和元年度 (1) TT（チームティーチング→複数の教師が協力して授業を行う指導方法）

事業の主な内容 の配置による対象者へのきめ細かな対応を実施。

(2) 保護者と保育士（教諭）が子どもの発達状況を共通認識し、子どもがより

よい成長をするための指導等を行うため、４・５歳児に対しKIDS（乳幼児発

達スケール）と発達アンケートを使った発達状態調査を２年連続で行い、
その改善状況（伸び）を調べた。

(3) 対応する現場の幼稚園教諭や保育士が正しい対応の習得や自己のレベル

アップを図るために、KDS研修会等の機会を設けた。

(4) ３園合同事業の開催

　事業の一環として、３園の園児・保護者・保育士・幼稚園教諭が集い、交流

を深めるとともに子育てについて学ぶことを目的に実施した。

【評価及び反省】

　本事業については、平成２４年度に事業の評価を行い、その結果「効果あり」との結果となり継続実

施している。就学前に個々の発育状況を確認し、それを踏まえグレーゾーンの対象者の他にも個々

にあった育児も展開できることや、保護者にも自分の子どもの状態を確認してもらう良い機会でもあ

る。

　就学前に本事業を行うことで、多くの幼児が改善されていることや、効果が現れない幼児について

も小学校への情報提供をすることで、就学時から小学校においても「きめ細かな対応をするための

対策」が事前に検討できる体制にも繋がっている。

　このようなことからも、本事業については継続実施すべきと考える。
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⑪ 大間町小・中学生海外派遣事業

○大間町小・中学生海外派遣事業実施要綱

改正 平成５年９月17日教委要綱第２号

（目的）

第１　大間町の次代を担う小・中学生を海外に派遣し、訪問国の歴史、自然、産業、経済、

文化及び教育事情を視察見学させたり、現地の学校等で小、中学生との交流や参加者同士の

交流をとおして、国際的視野の拡大と国際協調及び友情と自立の精神を培い、もって、将来の

郷土発展に貢献できる人材を育成することを目的とする。

（実施主体）

第２　大間町小・中学生海外派遣の実施主体は、大間町とする。ただし、国、県及び町長が認めた

他の団体等が主催する事業に併せて実施することができるものとする。

（研修）

第３　この事業を実施するに当たり、参加者は次の研修を経なければならない。

(１)　事前研修

目的及び内容等についての理解を深めるとともに訪問先での視察・交流等に必要な知識等を

習得するための研修

(２)　訪問先研修

訪問地の歴史、自然、産業、経済、文化、教育等に関する学習、施設の視察・見学及び現地

小・中学生との交歓・交流等

(３)　事後研修

参加して得た成果を児童・生徒会活動及び地域活動等に生かすための研修

（派遣者の募集、選考及び決定等）

第４　派遣者の募集については、各学校を通して大間町教育委員会が行う。

２　教育委員会は、参加申込みを受けた者の中から、適格者と認められる者を選考し、町長に

　推薦する。

３　町長は、教育委員会から推薦を受けた者について、適格者と認められる者を派遣者として

　決定する。

（応募資格）

第５　応募資格は、次に該当する者とする。

(１)　大間町立の小、中学校に在学する児童・生徒で、小学校５年生及び６年生並びに中学校

　　１年生及び２年生の男女。ただし、国、県及び町長が認めた他の団体等が主催する事業に

　　併せて実施する場合には、その募集要綱に準ずるものとする。

(２)　心身ともに健康で協調性に富み、旅行期間の団体生活に適応できる児童・生徒

(３)　帰国後、児童・生徒会活動及び少年少女団体等において活動が期待できる児童・生徒

(４)　派遣について、保護者の同意がある児童・生徒

平成5年9月9日
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海外派遣事業

　むつ国際交流協会が隔年で実施している、第1４回海外研修に参加し、むつ市と姉妹都市

関係にあるアメリカ合衆国　ポートエンジェルス市を訪問し、米国の家庭生活や同世代の

子ども達との活動を通じて国際交流のすばらしさや楽しさを体験してもらうことを目的として実施。

　令和元年度は、姉妹団体であるPort Angeles市の半島交流協会（以下、PIRA)に、ホスト

ファミリーの斡旋を依頼しておりましたが、「今年度はPIRA会員の都合により、3月から4月に

かけてのホームステイの斡旋は困難である」との連絡があり、何度か交渉してきましたが、会員

の人的都合がつかないということなので、今年度はやむを得ず中止することにしました。

大間町青少年海外派遣基金の状況

令和元年度末決算残高 14,476,960円 （決算書　P294～295　参照）

○大間町青少年海外派遣基金条例 平成２年３月19日条例第２号

改正 平成17年３月18日条例第６号

次代を担う青少年を海外に派遣し国際的視野の拡大と協調精神を培い、もって将来の郷土

に貢献できる人材育成に必要な経費に充てるため各年度の予算で定める額の範囲内で積み

立てするものである。

※ 本事業については、隔年で実施しており今後も実施する予定である。
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⑫ 大間町教育ネットワーク会議

　１　大間町教育ネットワーク会議設置要綱 平成23年６月22日教育委員会訓令甲第２号

（設置）

第１条　子どもたちが、地域の中で次代を担う人材として健やかに育ちゆくため、学校・家庭・地域が

一体となって、地域ぐるみの教育を展開するための情報・意見交換等を行ない、子どもたちを見守

り育てることを目的として大間町教育ネットワーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条　ネットワーク会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(１)　いじめや不登校、自殺などといった問題行動に関すること。

(２)　子どもたちの悩みを受け止めるために、学校での教育相談や悩み相談などの対応や安心して過

　　ごせる居場所づくりに関すること。

(３)　非行及び防犯対策に関すること。

(４)　その他目的を達成するために必要な事項

（組織）

第３条　ネットワーク会議は、委員15人以内で組織する。

２　委員は、次の各号に掲げる者とする。

(１)　町内小学校及び中学校の教頭

(２)　下北地域県民局福祉総室子ども相談課の担当者（青森県むつ児童相談所）

(３)　下北教育事務所の担当者

(４)　大間警察署の担当者

(５)　大間町民生・児童委員の代表者

(６)　住民福祉課の担当者

(７)　その他教育長が必要と認めるもの

（任期）

第４条　委員の任期は、各年度単位とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

　任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条　ネットワーク会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

２　会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

（会議）

第６条　会議は、会長が招集する。

２　会長が必要とあるときは、委員以外のものを会議に出席させ、又は、委員以外のものに意見を求める

 ことができる。

（庶務）

第７条　ネットワーク会議の事務は、大間町教育委員会教育課に事務局をおいて処理する。

（委任）

第８条　この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定

　める。

附　則

　この要綱は、平成23年７月１日から施行する。
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2 令和元年度委員会開催状況

・ 第一回 令和元年　６月２７日（木） 午後３時３０分～

場所 大間町役場　2階　中会議室2

案件 (1) 会長及び副会長の選任について

(2) 自己紹介

(3) 情報　・　意見交換

(4) その他

り育てることを目的として大間町教育ネットワーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）を設置する。

・ 第二回 令和元年１０月２９日（火） 午後３時３０分～

場所 大間町役場　2階　中会議室2

案件 (1) 情報　・　意見交換

(2) その他

・ 第三回 令和２年２月２７日（木） 午後３時３０分～

場所 大間町役場　2階　中会議室2

案件 (1) 情報　・　意見交換

(2) その他

令和元年度　大間町教育ネットワーク会議委員名簿

※　本会議の趣旨は、地域の子ども達が健やかに育つために、教育現場、地域、関係各所が問題の

ある子に関しての情報を共有し、個別の対応が必要なｹｰｽとなる場合には、住民福祉課が所管する

「大間町要保護児童対策地域協議会」で迅速な対応に繋げていくような組織体制をとっていることも

あり、今後も継続し会議を開催していく予定。

大間中学校 令和２年３月３１日まで

奥戸中学校 令和２年３月３１日まで

番号 氏　　名 職　名 所　　　属 任　　　期

1 岸　健一郎 教　頭

2 川崎　恵美子 教　頭

令和２年３月３１日まで

3 逢坂　英人 教　頭

4 畑中　　勤 教　頭

大間小学校 令和２年３月３１日まで

奥戸小学校 令和２年３月３１日まで

5 杉浦　裕子 主任専門員 むつ児童相談所子ども相談課

6 　杉原　憲一郎 　指導主事 下北教育事務所教育課

令和２年３月３１日まで住民福祉課

7 大坂　邦博 課　長

会　長

9 中新　由記子 課　長

民生委員・児童委員協議会

令和２年３月３１日まで

令和２年３月３１日まで

大間警察署刑事生活安全課

令和２年３月３１日まで

11 小川　　勉 スクールソーシャルワーカー 下北教育事務所教育課

下北教育事務所教育課

令和２年３月３１日まで

10 佐々木　秀信 スクールソーシャルワーカー 令和２年３月３１日まで

8 畠山　　章

12 山口　順子 スクールソーシャルワーカー 下北教育事務所教育課 令和２年３月３１日まで
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⑬ 大間町奨学金貸付事業

○大間町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例

平成２年３月19日条例第１号 改正 平成13年３月19日条例第８号

（設置）

第１条　大間町に居住する者の子弟で、学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校、高等専門

学校、大学、ほかに保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）に規定する学校、養成所（以

下「養成施設」という。）及び町長が認める各種技術並びに技能養成機関に在学する者に対して奨

学金を貸与し、もって有用な人材を育成することを目的として大間町奨学基金（以下「基金」という。）

を設置する。

（基金の額）

第２条　基金の額は、111,056,000円とする。

２　必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

３　前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

（管理）

第３条　基金に属する現金の内、運用されない現金については、金融機関への預金その他最も確実か

つ有利な方法により保管しなければならない。

２　前項により生じた利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

（貸与の対象及び額）

第４条　奨学金の貸与の対象及び貸与の額は、次に定めるところによる。

(１)　高等学校(専修学校を含む。)及び同等の学校

月額　15,000円

(２)　高等専門学校

３年まで 月額　15,000円

４年以降 月額　30,000円

(３)　大学(専門学校、短期大学、大学院を含む。)

月額　30,000円

(４)　養成施設

准看護師 月額　15,000円

准看護師以外のもの 月額　30,000円

(５)　町長が認める各種技術及び技能養成機関

初等のもの 月額　15,000円

高等のもの 月額　30,000円

（貸与の期間）

第５条　奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者（以下「奨学生」という。）の在学する学校の

正規の修業期間とする。

（奨学生の決定）

第６条　奨学生の決定は、奨学生を希望する者で、次に掲げる要件を備える者の中から奨学生選考委

員会の意見を聴いて教育委員会が決定する。

(１)　身体強健及び品行方正で学業優秀な者

(２)　在学学校長等が奨学生として推薦した者

（奨学金の休止）

第７条　奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

（奨学金の停止又は廃止）
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第８条　奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止

する。

(１)　傷病、疾病等のため成業の見込みがないとき。

(２)　学業成績又は操行が不良となったとき。

(３)　奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(４)　休学の事由が適当でないとき。

(５)　奨学生の属する世帯が大間町から転出したとき。

(６)　その他奨学生として適当でないとき。

（奨学金の償還）

第９条　奨学金は、卒業の月の１年後から奨学金を受けた期間の２倍の期間内に、その全額を償還しな

ければならない。ただし、奨学生が更に修学し、奨学金の貸与を受けることとなる場合には、当該最

終の学校等の卒業の月の１年後から償還させるものとする。

２　前項のただし書の場合の償還期間の計算において奨学金を受けた期間は、通算するものとする。

３　奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その月の翌月から奨学金を受けた期間の２倍の期

　間内に、その全額を償還しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、教育委員会がこれを

　定める。

(１)　退学

(２)　奨学金の辞退

(３)　奨学金の廃止

４　奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、前３項の規定にかかわらず貸

　与した奨学金の全部又は一部について繰上げ償還を命ずることができる。

(１)　奨学金を貸与の目的以外に使用したとき。

(２)　奨学金の支払を怠ったとき。

(３)　奨学生の属する世帯が大間町から転出したとき。

５　奨学金は、無利息とする。ただし、前各項に規定する償還期日後に償還する者については、この限り

　でない。

（償還の猶予）

第10条　奨学生であった者が、災害、疾病その他特別の事由のため、奨学金の償還が困難であると認め

　られるときは、相当の期間償還を猶予することができる。

（償還の免除）

第11条　奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は廃疾したときは、全部又は一部の償還を免除する

　ことができる。

（延滞金）

第12条　奨学金を償還期限までに支払わなかった場合において、正当な事由がないと認められるときは、

　大間町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例（昭和28年条例第３号）に定める税外諸

　収入金の延滞金及び督促の例により計算した当該償還金に係る延滞金及び督促手数料を徴収する。

　ただし、第10条により猶予された者は、その期間について免除する。
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（委任）

第13条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定

　める。

附　則

１　この条例は、平成２年４月１日から施行する。

２　大間町奨学資金貸与条例（昭和48年条例第２号）は廃止する。

３　この条例の施行の日の前日までに奨学金の貸与を受けているものは、この条例の規定により奨学金

　の貸与を受けたものとみなし、その額については、なお従前の例による。

附　則（平成13年３月19日条例第８号）

１　この条例は、平成13年４月１日から施行する。

２　この条例施行前の規定に基づき貸与したものについては、なお従前の例による。
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（１）令和元年度　大間町奨学生選考委員会名簿

氏　　名 所属　・　職名 任　　　期

1 畠山　 章 民児協会長 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

2 松 谷　愼子 民生委員(大間地区） 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

3 佐々木　榮子 民生委員(奥戸地区） 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

4 和田　八重子 民生委員(材木地区） 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

5 横山　信子 大間小学校長 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

6 津幡　　亨 奥戸小学校長 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

7 侭田 　登 大間中学校長 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

8 祐川　達也 奥戸中学校長 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

9 森田　勝博 大間高等学校長 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

委員会開催状況

令和元年度大間町奨学生選考委員会

日　時 令和元年　5月13日（月）　　午後1時30分～

場　所 大間町役場　中会議室２

案　件 令和元年度の奨学生選考について 　　高等学校　　　　　 5名

　　大学・専門学校　　2名

※選考にあたり、奨学生選考基準及び推薦書提出校の資料、民生児童委員からの情報、返済

能力等を勘案し、奨学生7名について、適　と認定。

大間町奨学基金 令和元年度貸付金 　　　　　　　　　　　　　　　　4,680,000円

決算（年度末）残高 （　内訳　）

126,611,409円 青森銀行　定期預金　　　50,000,000円

青森銀行　普通預金　　　76,611,409円
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⑭ 奥戸地域学校教育の検討

(1) 大間町学校教育改革の基本的考え方

　変化の著しい社会の中で、子どもたちが将来社会の一翼を担い、社会に貢献できる人間
として成長するためには、学校を核とした様々な教育活動の中で、「確かな学力の習得」
と「心の教育」とともに、豊かな人間性を身に付けることが大切です。
　この中で、義務教育課程では、児童生徒の一人一人が生きる力と夢をはぐくむための
様々な資質を身に付ける場であると同時に、将来の生き方を考える大切な役割を担ってい
ます。
　このため、学力向上に向けた教育内容の充実とともに、児童生徒が切磋琢磨できる環
境の中で、社会性をはぐくみ、自ら考え、思いやり、行動する力や、主体的な選択を行
うための価値観を身に付けさせるなど、発達段階に応じた多様な教育活動の展開が求め
られるとともに、学校は地域コミュニティの拠点と位置づけ、地域住民の意見を考慮す
べきであります。
　このような状況を踏まえ、めまぐるしく変化する社会の中で、様々な課題に柔軟に対
応できる人づくりを推進するため、教育環境の充実に向けた適正な学校規模・児童生徒の多様
な選択肢に対応するあり方、そして、発達段階に応じた組織的・系統的な教育を展開するため
の方向性を示すこととしています。

(2) 学校規模･配置
① 　一定規模の学校とすることにより、教育目標である人格の形成や生きる力を育て、
お互いの想像性や競争心が付き社会の一員としての基礎教育ができます。

② 　学校行事などをはじめとする特別活動等の充実や部活動における多様な選択肢の確
保が可能になるなど、児童生徒が集団の中で様々な個性や価値観に触れ、互いに切磋
琢磨しながら、確かな学力と逞しい心を身に付けるための教育環境を整えることがで
きます。

③ 学校配置に際し、地域に学校がなくなるのは非常に寂しくなり、地域活性化が図れな

くなることを重く受け止め、奥戸小学校については　複式学級の状況やその時点での

保護者の意識調査などの必要性に鑑みて、地域の事情による柔軟な学校配置に配慮するこ

ととし、奥戸中学校についても、全校生徒が３０人未満となり、且つ、１学年の生徒数が１０人

未満となる時期を考慮のうえ学校配置に配慮します。

上記の考え方から当町では、文部科学省の「今後の学級編成の改善について」に基づき、少人数

学級（平成２８年度までに小学校及び中学校３５人、平成３０年度までに小学校１年及び２年３０人

）で、１学年あたり１学級以上の学校規模とし運営しています。

(3) 奥戸地域教育の進め方及び協議の経緯

　急激に進む少子高齢化の中で、平成２２年度に「奥戸地域学校教育検討委員会設置要綱」を定

め、平成２３年度に検討を重ねましたが、方向性をまとめるには至らない結果でありました。

　平成２４年度には、奥戸小学校の今後の児童数を見込んだ結果、平成２６年度から複式学級が

発生することとなることから、先例地である風間浦村立蛇浦小学校を教育委員と事務局で視察し、

その後、奥戸地域の小中学校及び幼児の保護者を対象とした懇談会を皮切りに、地域住民も

含んだ懇談会を開催してきました。

　平成２５年度も懇談会を行いながら、小学校保護者による風間浦村立蛇浦小学校の視察を実

施し、複式学級の授業風景を見学し教職員との懇談も行いました。
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　町議会議員の方々においても、大間中・奥戸中と同等規模で統合した青森市の荒川中学校及び
青森市教育委員会を訪問し、当時の状況等や統合へ向けての取組み等を確認頂いたところであ

ります。
　平成２６年度からも引き続き懇談会を開催し、平成２７年９月２５日に開催した懇談会の中で、保護
者の方から、「大間中学校への統合に向けての日程を明確にしてほしい」との要望があり、統合に向
けての日程を明確にした上で、再度、奥戸小・中学校保護者との懇談会を開催することとした。
　これを受けて、平成２７年９月３０日に臨時教育委員会議を開催し、教育委員会としての基本的な
考え方について次のとおり意思統一しました。

〇今後の生徒数の減少傾向を受け、奥戸中学校の教育活動の状況を考慮し、平成３０年
４月大間中学校との統合の方向で推進することとしたい。

　上記について、平成２７年１２月１日に開催した議員全員協議会において説明し、教育委員会として
の基本的な考え方について説明しております。そのことが平成２７年１２月２日の東奥日報及びデイリ
ー東北に記事として掲載され、記事を読んだ奥戸地区の児童生徒の保護者及び地域住民が「統合
決定」と誤認した経緯があります。教育委員会としては、平成３０年４月の統合についてはあくまで目
標であり、保護者や地域住民のある程度の理解を得られなければければ実施しない考えであること
から、引き続き懇談を行ってきました。

　その後、PTA役員等と懇談を重ねましたが、統合に関しては多くの保護者が「反対」の意見をもって
いるようなことから、PTA独自でアンケート調査をを行い、その結果報告を受け、その時に質問のあった
事項に関して、平成２８年２月に開催した懇談会で回答しております。
　このような動きのなかで、小・中学校ＰＴＡ会長から、「現在の状況では平成３０年４月の統合は無理
であると考える。これから部活動や学年交流等を重ね、平成３３年４月頃に統合できるような体制で進め
てほしい」との要望があり、それを受け平成29年4月に小学校・中学校の参観日に出向き、大間町教育
委員会としての考え方を保護者へ説明しております。
　平成29年8月7日に開催した新教育委員会制度による「平成29年度第1回大間町総合教育会議」へ
この問題を提起し、認識いただいているところであります。

　その後、9月に小・中ＰＴＡ会長等との懇談を開催し、11月には保護者との懇談を開催し、更には

平成30年1月29日には奥戸地域住民を対象とした懇談会を開催し、大間町教育委員会としての方向性

を下記のとおり示しました。

奥戸中学校生徒数が20人を切るであろう令和3年4月に、奥戸中学校を大間中学校

へ統合することとして事業を進める。

　大間町教育委員会としては、長い年月をかけ保護者や地域の意見を受け止めながら統合問題に

取り組んできました。その経緯を踏まえたうえで上記の判断をしました。今後は、受け入れ側の大間

中学校への対応や、学校並びに生徒間交流を重ねながら統合に向けて推進していきたいと考えて

おります。
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Ⅲ 　社会教育の充実

(1) 組織及び事業

① 社会教育委員会 ● 社会教育に関する諸計画の立案並びに教育委員会の諮問に対し
意見を述べる。また、これらの職務を行うために必要な調査・研究を
行う。

委員長 佐々木　純六

副委員長　菊池　良一

委員 横山　信子 祐川　達也 森田　勝博 蛯子　研三

大見　俊久 伊藤　亮 菊池　雄大 石澤　旭

※ 委員は、主に各団体の長で構成している。

② 文化財審議委員会 ● 文化財に関する諸計画の立案並びに教育委員会の諮問に対し意
見を述べる。また、これらの職務を行うために必要な調査・研究を
行う。

委員長 興村　慎吾

副委員長 松原　俊逸

委員 熊谷　正明 目時　浩美 佐々木　健 小濱　年高

※ 文化財は、自然、民俗・歴史、考古の分野がある。

③ 公民館運営審議委員 ● 公民館活動の充実を図るため、情報交換及び連絡調整の場とする。

● 文化団体、サークル活動等の自主活動を奨励し、その育成を図る。

委員長 津幡　亨

副委員長 金田一　一子

委員 侭田　登 木村　泰佳子 増山　渉 栁谷　章造

佐々木　明

・公民館事業 ① 町民文化祭事業
② 読書推進事業
③ 大間町音楽祭事業
④ 書初め席書大会
⑤ 函館市戸井町との文化交流事業
⑥ 公民館講座の開催事業

　地域住民が心のふれあいを深め、生涯にわたって生きがいのある充実した生活を送るとともに豊かで
住み良い地域社会の実現ができるよう、一人ひとりの学習と社会参加を実現する社会教育の推進に努
力し、地域全体の教育力の向上を図る。

組　織　名 ね　　ら　　い　　・　　構　　成　　員
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④ スポーツ推進委員会 ● 町民のスポーツ振興と社会体育の発展のため、実技指導やスポーツ
に関する助言を行うとともに、相互の連絡調整及び情報交換の場と
る。また、体育館運営審議委員会委員を兼ねる事とする。

委員長 泉　　　晃

副委員長 矢越　文男

委員 山本　竜太 山本　直也 堺　祐介 七島　　賢

七島　賢人

・体育関係事業 ① はまなす駅伝大会開催事業
② 大間町少年柔道大会開催事業
③ 大間町少年剣道大会開催事業
④ 青森県市町村対抗県民体育大会参加事業
⑤ 青森県市町村対抗県民駅伝大会参加事業
⑥ 体育協会育成・スポーツ少年団育成事業
⑦ 学校体育施設開放事業
⑧ 町民体育館開放事業
⑨ 生涯スポーツ推進事業

⑤ 少年教育・子ども会 ● 少年の学校外活動の充実を図るため、地域の活動を通して「いきい
育成義業 きとした豊かな人間形成」を目指す。

・ 大間町子ども会育成連絡協議会
会　長 増山　渉
副会長 菊池　祐輔
理　事 宮野　真 岩瀬　望 柴田　智恵美
監　事 佐々木　純 小林　光
事務局 藤枝　誠
少年指導員 中村　幸宏 髙松　大助 林　　誠

・郷土芸能発表会 ● 地域の文化を学ぶとともに、ふるさとの歴史を見つめ郷土を愛する
心を育てることを目的として実施。

・青少年健全育成会議 ● 青少年の健全育成のため、家庭、学校、職場、地域全体が一体と
なり、育成活動の展開を図ることを目的として実施。

⑥ 放課後子どもプラン ● 安心・安全して活動できる子どもの居場所を設け、小学生を対象と

した放課後や週末におけるスポーツや文化活動など、様々な体験

活動や住民との交流活動の推進を図る。

⑦ 青年教育・成人式 ● 新成人の門出を祝う場面を設け、お互いの交流を深めさせ次代を

を担う心構えと勇気を喚起させることを目的として実施。

（毎年　８月１５日に北通り文化センター「ウイング」にて実施）
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⑧ 勤労青少年ﾎｰﾑ ● 勤労青少年の余暇の充実に資することを目的として実施。

運営委員会 運営委員長 小林　宣慶

副運営委員長 林　　誠

運営委員 笹谷　克則 宮野　良子 島守　正寿

⑨ 女性団体連絡協議会 ● 大間町に組織されている女性団体が相互の連携を密にし、融和を

図りながら、女性の地位向上と福祉の増進に努め、明るく住み良い

豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

⑩ 老人ｸﾗﾌﾞ連合会 ● 会員相互の親睦を密に研修・活動等を共に行い、各老人ｸﾗﾌﾞの

連携強化を図り、更には、各人の健康増進・福祉の向上に努め

明るく住み良い豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

⑪ 芸術　・　文化団体 ● 公民館、北通り文化センター「ウイング」、文化協会等関係機関団

体との連携を密にし、個性豊かな文化活動の充実を図るため、芸

術文化団体への助成・支援を行う。

・ 芸能保存会 先人たちが引き継いできた郷土芸能と、由来等の歴史研究も含め

・ 祭典実行委員会 本来の正しい形態で保存保護しながら、積極的に普及・活用して

いくことを目的とする。

・ 対象団体 補助額

大間郷土芸能保存会 円

奥戸郷土芸能保存会 円

大間稲荷神社祭典実行委員会 円

奥戸春日神社祭典実行委員会 円

材木稲荷神社祭典実行委員会 円

⑫ 体育・スポーツ団体 ● 生涯スポーツの底辺拡大と町民の体力づくりの一環として、

「総合型地域スポーツクラブ」の育成支援並びに各種スポーツ

大会の実施及び参加に向けた環境・体制整備を図る。

① 体育協会加盟団体

・ 陸上部 ・ 野球部 ・ 剣道部 ・ 柔道部

・ テニス部 ・ 羽根球部 ・ サッカー部

・ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 ・ バレーボール部

② スポーツ少年団 ⑦ 柔道協会

③ 朝野球協会 ⑧ 陸上競技協会

④ 剣友会 ⑨ 県民駅伝競走実行委員会

⑤ 剣道クラブ育成会 ⑩ 総合型地域スポーツクラブ

⑥ 誠心館道場育成会

248,000

599,000

41,000

41,000

77,000
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Ⅳ　大間町教育委員会　行事

1 青森県民体育大会 令和 元 年 7 月 20 ～ 28 日

2 大間町成人式 令和 元 年 8 月 15 日

3 第２７回青森県民駅伝競走大会 令和 元 年 9 月 2 日

4 第３４回はまなす駅伝大会 令和 元 年 9 月 29 日

5 公民館講座 令和 元 年 9 月 20 日 ～

10 月 30 日

6 第４４回町民文化祭 令和 元 年 11 月 2 日 ～ 3 日

7 第４１回大間町音楽祭 令和 元 年 11 月 2 日

8 第３４回大間町少年柔道大会 令和 元 年 12 月 1 日

9 第４８回大間町書初め席書大会 令和 元 年 1 月 8 日

10 第５６回大間町少年剣道大会 令和 2 年 1 月 19 日

11 第３８回大間町青少年健全育成推進大会 令和 2 年 2 月 15 日

12 放課後子ども教室開催事業 平成 31 年 4 月 19 日 ～

令和 2 年 2 月 21 日

13 函館市戸井地区交流事業 ※交流事業なし
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① 令和元年度　第74回市町村対抗青森県民体育大会

期日 令和元年７月２０日～２８日

開催地 中南地域

(1) 剣　道 優勝 （７連覇）

準々決勝 大間町 2 － 1 板柳町

準決勝 大間町 1 － 0 平内町

決勝 大間町 2 － 1 鶴田町

(2) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

一回戦 大間町 34 － 127 鰺ヶ沢町

(3) サッカー

一回戦 大間町 3 － 4 六ヶ所村

(4) 柔　道

一回戦 大間町 1 － 2 板柳町

(5) 陸上競技

砲丸投げＢ（35歳～44歳）　

9ｍ14ｃｍ　佐々木　英樹　氏　第3位

(6) 軟式野球

準々決勝 大間町 4 － 5 外ヶ浜町

(7) 水　泳

男子50ｍ自由形（町村の部40歳以上）

33秒69　山本　直也　氏　第11位
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②令和元年度 大　間　町　成　人　式

〇 期　日 令和元年8月15日（木）

〇 時　間 午後１時から

〇 場　所 北通り総合文化センター　「　ウイング　」

〇 成人式対象者名簿（男） 47 人
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成人式対象者名簿（女） 23 人
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③第27回青森県民駅伝競走大会

大 間 町 実 行 委 員 会

1 実行委員会全体会

(1) 期　日 令和 元 年 5月 27日 （月）

(2) 時　間 午後 6 時 ～

(3) 場　所 大間町役場2階　中会議室2

(4) 内　容 〇平成30年度会務報告

〇監査報告

〇平成30年度収支決算報告

〇会則審議

〇令和元年度事業計画（案）

〇令和元年度収支予算（案）

〇その他

(5) 協　議

● 候補選手の選出依頼及び選考について

〇候補選手依頼 令和 元 年 5 月 15 日 （水）

〇オーダー編成会議 令和 元 年 7 月 24 日 （水）

〇選手名簿締切 令和 元 年 7 月 29 日 （月）

● 選手強化について

〇自主練習 6月～8月

　　（部活練習）

〇コース試走会 撮影　6月12日（水）

試走・コース確認　8月31日（土）

2 団結式・壮行会

〇開催日 令和 元 年 8 月 31 日 （土）

〇開催時間 午前11時30分

〇開催場所 大間町役場

3 県民駅伝競走大会　本番 令和 元 年 9 月 1 日 （日）

〇参加者 古家　憲太朗　他16名 別添資料のとおり
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全体　36位

町の部20位

6

2

14分44秒

7分43秒

熊谷　圭吾 14 大間中学校 3

伊藤　耕陽 25 大間町役場

5分19秒

17分53秒

13分25秒

14分00秒

伊藤　慎吾 43 青森県商工会連合会

6

第８区 2.3㎞〔女子（中学生以上）〕 清水　彩心 14 奥戸中学校

第７区 3.8㎞〔男子（高校生以上）〕

2

第５区 3.4㎞〔男子（中学生）〕 小濱　楓真 14 大間中学校 3

第６区 3.1㎞〔女子（中学生以上）〕 木次谷　あゆみ 13 大間中学校

3.8㎞〔男子（高校生以上）〕 古家　健太朗 43 電源開発株式会社

年齢 勤務先・学校名

16分46秒

第４区 4.6㎞〔男子（高校生以上）〕 松本　陽向 16 大間高等学校

第２区 1.1㎞〔女子（小学生）〕 伊藤　海 11 大間小学校

第３区 1.5㎞〔男子（小学生）〕 小島　慧也 11 大間小学校

4分54秒

9分56秒

浅見　日向 12 大間中学校 1

補　欠

第27回青森県民駅伝競走大会

選手オーダー 及び 結果

1:42:40

傳法　蓮斗 11 大間小学校 6

2

区間 区間距離〔指定〕 氏　　　名 タイム学年

第１区

佐山　夢奈 11 大間小学校 6

第９区 2.5㎞〔男子（中学生）〕 佐々木　正晴 14 大間中学校 3

吉本　菜々華 13 大間中学校

泉　優介 28 大間町役場

中村　海斗 23 電源開発株式会社

55



4 県民駅伝競走大会の反省

　本大会から、小学生の部を入れた新たなコースで実施された。

　大会は、市の部10チーム、町の部22チーム、村の部8チーム、合計40市町村が参加した。

　当町においては、合計タイム1時間42分40秒で総合36位、町の部においては22ﾁｰﾑ中20位

であった。

　県民駅伝競走大会は今後も引続き継続開催されることから、大間町陸上競技協会の協力を

得ながら、長期的な展望をもって地域の児童・生徒の身体能力の向上を目指し取り組んでいか

なければならない。また、急激に進む「少子高齢化社会」の現状も踏まえ、最も効果的な手法を

取り組んでいく必要がある。
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④第34回はまなす駅伝大会

1 趣　旨

2 主　催 大間町教育委員会

3 共　催 大間町体育協会

4 後　援

5 協　賛

6 主　管 大間町陸上競技協会

7 日　時 令和元年9月29日（日） 午前10時00分　材木スタート

小学校の部 午前10時12分　奥戸漁港スタート

8 コース 別紙のとおり 全長16.5ｋｍ

区間 一般5区間 中学生4区間 小学生4区間）

（全16.5ｋｍ） （全9.2ｋｍ） （全5.9ｋｍ）

9 競技方法 (１)出場できる選手数は次のとおりとする チーム編成

① 小学生の部 男子2名・女子2名　　計　4名 8 名以内

② 中学生の部 男子2名・女子2名　　計　4名 8 名以内

③ 一般・高校の部 男子4名・女子1名　　計　5名 8 名以内

※ 男子区間を女子が走ることは可。女子区間を男子が走ることは不可。

(2) 当日、荒天時の場合は中止とし小雨決行とする。

開催の判断は、当日午前６時３０分までに行い、中止の場合は午前７時まで

に各チーム代表者に連絡をする。

10 区間（距離）

○ 小学生の部

３区 1.5ｋｍ

1.5ｋｍ

1.3ｋｍ

運転訓練広報センター前　　～　大見海事作業所前

区　間　詳　細

1.6ｋｍ

　大間町民憲章の具現化を図る一端として、駅伝大会を実施し町民の連帯感と協
調精神の涵養につとめ、交通安全及び防犯思想の普及啓発と社会生活規範の
高揚により、青少年の健全育成を図り、もって心身共に「健康安全で、明るく住み
良い町づくり」を目指すと共に、スポーツを通じて地域の交流を深める。

女子

男子

女子

男子

小奥戸橋　　　～　運転訓練広報センター前

奥戸漁港内　　～　小奥戸橋

風間浦村教育委員会、佐井村教育委員会、風間浦村陸上競技協会、
佐井村陸上競技協会

大間警察署、大間地区交通安全協会、大間地区安全運転管理者協会、大間地
区安全運転管理事業主会、大間町交通安全対策協議会、大間町交通安全母の
会連合会、大間地区連合防犯協会、大間町密漁防止対策協議会、大間町青少
年健全育成会議、大間小学校、奥戸小学校、大間中学校、奥戸中学校、大間高
等学校、各小・中学校ＰＴＡ、大間高等学校ＰＴＡ大間地区部会、大間漁業協同
組合、奥戸漁業協同組合

距　離 走　者

１区

２区

区間

４区 大見海事作業所前　　　～　大間町立公民館前
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○ 中学校の部

○ 一般・高校の部

11 競技規程

① 選手は主催者の用意するナンバーカードをつけること。

② タスキは全区間を通じて走者の肩にかけて運ばなければならない。

③ 競技中選手が競技を続行することができなくなった場合は、当該チームのその区間の競

技を無効とする。但し、次の区間競技を続行することができる。その場合当該チーム全体の記録

は無しとするが、区間ごとの記録は認める。

④ 中継はタスキの受け渡しによるが、受け渡しは中継所の出発点から前方（走る方向）へ

２０mの中継ゾーン内で完了すること。また、タスキは必ず手渡しすること。投げたり、落としたりし

たものを次走者に拾わせてはならない。

⑤ 受付、選手の変更は、大会当日の午前７時３０分までに大会本部に届けること。

⑥ 伴走は禁止とする。

⑦ 各中継所において、トップの選手通過後１５分で繰り上げを行う。

⑧ 競技中の選手の健康管理、事故防止については各チームで責任を持つこと。

12 表　彰

① 各部とも３位までの入賞にはメダル、賞状を授与する。

② 優勝チームには優勝杯（持回り）を授与する。

③ 大会新記録及び区間新記録については後日記録証を授与する。

④ 各区間の第1位に区間賞を授与する。

3.7ｋｍ 男子

５区 一番坂　　　　　　～　　大間町立公民館前 3.6ｋｍ 男子

4.6ｋｍ 男子

３区 大見海事作業所前　～　　高橋本店前 1.3ｋｍ 女子

距　離 走　者

１区 材木農村婦人の家　～　　奥戸漁港内 3.3ｋｍ 男子

距　離

3.3ｋｍ

1.6ｋｍ

3.0ｋｍ

1.3ｋｍ

走　者

男子

女子

男子

女子

区　間

２区

４区

大見海事作業所前　～　 高橋本店前

区　間 区　間　詳　細

１区

２区

３区

材木農村婦人の家　～　 奥戸漁港内

奥戸漁港内　　　　～　 小奥戸橋

小奥戸橋　　　　　～　 大見海事作業所前

４区

区　間　詳　細

奥戸漁港内　　　　～　　大見海事作業所前

高橋本店前　　　　～　　一番坂
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別紙
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　⑤公民館講座

1 趣　旨 　大間町町民憲章の具現化を図る一環として、【公民館の設置及び運営に関する基準（平

成15年6月6日　文部科学省告示第112号）】に基づき、公民館活動を推進し、公民館講座

を開催するものとする。町民が「学ぶ楽しさ」を持ち、豊かな心とふれあいと生きがいのある

生涯学習の実現のため、社会教育諸条件の整備・充実を図るとともに連携・融合に努め、

総合的な社会教育を推進することを目的に開催するものとする。

2 主　催 大間町教育委員会

3 開催日 令和 元 年 9 月 20 日 ～ 10 月 30 日 まで

4 講座種目 ① ソーイングケース作り 講師 宮野　良子　氏 9/20、9/27、10/4、10/11、10/18

② 切り絵 講師 土佐　そう子　氏 10/16、10/23、10/30

③ ポールの英会話教室 講師 ポール・アジェクム　氏 9/26、10/3

ソーイングケース作り
開催日 9/20（金）、9/27（金）、10/4（金）、10/11（金）、10/18（金）

午後7時から午後9時まで

場　   所 大間町立公民館

参 加 費 1,000円

講 　  師 宮野　良子　氏

参 加 者

氏　　　名 ① 林　由起子 ⑨ 新田　あやこ

② 古川　恵美子 ⑩ 鈴木　瑞恵

③ 伊藤　あき子 ⑪ 谷川　孝子

④ 佐々木　榮子 ⑫ 横浜　俊子

⑤ 伊藤　友子

⑥ 山﨑　章子

⑦ 佐藤　恵美子

⑧ 伊藤　栄理子

切り絵
開催日 10/16（水）、10/23（水）、10/30（水）

午後1時30分から3時30分まで

場　   所 大間町立公民館

参 加 費 500円

講 　  師 土佐　そう子　氏

参加者氏名 ① 橋本　京子

② 金田一　一子

③ 平田　恵美子

④ 神　あけみ

⑤ 筑田　まさ子

⑥ 蛯子　信子

ポールの英会話教室
※参加希望者がなく、開催しなかった。
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⑥第44回町民文化祭

1 開催日 令和 元 年 11 月 2 日 (土) ～ 11 月 3 日(日) まで

2 開催時間 午前 10 時 ～ 午後 3 時

3 開催場所 大間町立公民館

4 主　催 大間町立公民館

5 主　管 大間町民文化祭実行委員会

6 後　援 大間町　・　大間町教育委員会 ・ 大間町文化協会

北通り総合文化センター　ウイング

町民文化祭は、文化の日にちなんで毎年11月の最初の土・日に大間町音楽祭と同日開催している。

　教育委員会で実施している「公民館講座」参加者の作品や、書道作品、絵画、写真、手芸作品、俳句、

　茶道、華道作品や山野草の展示、更には、読書ｻｰｸﾙや生活改善ｸﾞﾙｰﾌ・障害者の作品展示等、地域

　町民が誰でも参加できる縛りのない「大間町の文化の広場」的な役割を果たしている。

　　来館者は241人と昨年度から比べると30名ほど増加し、ここ数年でも増加傾向にあり、

　文化祭への参加の呼びかけや展示物の検討等行い取り組んでいることが来客数増へと繋がっていると

　思われることから、引き続き創意工夫しながら取り組んでいかなければならない。
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大間町文化祭実行委員会名簿

　　　　種　　目

1 宮　野　良　子 手工芸

2 木　村　泰佳子 文　芸

3 金田一　一　子 茶道・文芸

4 島　守　正　寿 大間高等学校

5 濱　端　将　史 絵　画

6 佐　藤　恵美子 手工芸

氏　　名
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⑦第41回大間町音楽祭

1 開催日 令和 元 年 11 月 2 日 (土)

2 開催時間 午前 9 時 ～

3 開催場所 北通り総合文化センター　ウイング

4 主　催 大間町教育委員会

5 共　催 北通り総合文化センター　ウイング

6 主　管 大間町音楽祭実行委員会
① 大間町教育委員会村川　遼 ⑧ 大間中学校 石田　映子

② ウイング 越膳　香織 ⑨ 奥戸中学校 三上　真未

③ 大間保育園 間山　牧子 ⑩ 大間高等高校 一戸　萌里

④ 大間幼稚園 柳　牧子 ⑪ 廣谷ピアノ教室 廣谷　華子

⑤ うみの子保育園 南　美穂 ⑫ 津軽海峡海鳴り太鼓 佐藤　さゆり

⑥ 大間小学校 太田　恭子

⑦ 奥戸小学校 畑中　勤

実行委員会開催 第1回 令和元 年 9 月 10 日 （火） 午後４時～

第2回 令和元 年 10 月 18 日 （金） 午後４時～

7 後　援 大間町文化協会 下北北通り地域振興財団
函館市教育委員会戸井教育事務所

8 趣　旨 　大間町町民憲章に定める「教養と文化の高い清らかな町」づくりをめざし実施する町民

文化祭行事の一環として、大間町音楽祭を開催し、音楽に親しみ、音楽の持つ高い香り

に触れながら、心の潤いと故郷愛を養っていくことを目的に実施するものである。
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9 音楽祭アンケートの実施

　音楽祭終了後に、実行委員会及び参加者に対して「アンケート調査」を実施した。

開催日の設定からゲストコンサートまで全体にかかる意見・要望等を挙げて貰った。要望･意見の多

くは進行上の改善点であった。次年度以降の検討材料としたい。
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⑧第34回大間町少年柔道大会
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◯実行委員会開催状況

第１回実行委員会

日時：令和元年１０月３日（木） 午後６時３０分～

場所：役場２階 中会議室２

第２回実行委員会

日時：令和元年１１月２１日（木） 午後６時３０分～
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優　　勝 準優勝

五所川原柔道少年
団A

五所川原柔道少年
団B

むつ少年柔道教室 大間誠心館道場A

優　　勝 準優勝

全日本柔道少年団三
沢分団

むつ少年柔道教室
全日本柔道少年団三

沢分団
野辺地町柔道少年団

いちかわ　だいご やまだ　みなと おおうち　あいか なりた　にな

市川大悟 山田湊斗 大内愛椛 成田虹菜

五所川原柔道少年団 五所川原柔道少年団 七戸分団 平内分団

きくち　しょうた かさい　ゆうま つのか　うるは ちよや　げんき

菊池翔大 葛西優真 角鹿　潤遥 千代谷元気

五所川原柔道少年団 五所川原柔道少年団 鶴田町柔道少年団
藤崎町柔道スポーツ

少年団

ささき　あゆむ かわなみ　りんしょう なら　こうたろう なかじま　がくと

佐々木歩睦 川浪倫樟 奈良晃太朗 中嶋岳翔

大間誠心館道場 むつ少年柔道教室 五所川原柔道少年団 五所川原柔道少年団

たけうち　じょうたろう のへじ　うき たけだ　きらと いちのへ　たいお

竹内晟太郎 野辺地宇綺 武田煌叶 一戸大生

大間誠心館道場 大間誠心館道場 鶴田町柔道少年団 野辺地町柔道少年団

いそかわ　ゆうじ さかた　けいじろう なら　たくま あきやま　ようた

磯川悠治 酒田慶次郎 奈良逞生 秋山耀大

大間誠心館道場 五所川原柔道少年団 野辺地町柔道少年団 青森市柔道少年団

たけうち　じゅうべい ささき　たお ぬまお　しゅんと みつはし　とらき

竹内十兵衛 佐々木汰桜 沼尾駿翔 三橋虎生

五所川原柔道少年団 野辺地町柔道少年団 平内分団 平内分団

つしま　しゅん わたなべ　りく ふくだ　やまと おきざき　るいと

對馬　舜 渡辺莉玖 福田大和 沖崎塁斗

平内分団 青森市柔道少年団 青森市柔道少年団 平内分団

かたやま　かなで いけだ　つむぎ おおさと　ここね とりやべ　るい

片山佳奏 池田　紬 大里心音 鳥谷部琉依

五所川原柔道少年団 大間誠心館道場
藤崎町柔道スポーツ

少年団
五所川原柔道少年団

かねもと　ゆうか つじ　かりん たかや　りん かねもと　はるか

金本悠花 辻　香凛 髙谷　凜 金本啓花

全日本柔道少年団三
沢分団

平内分団 五所川原柔道少年団 五所川原柔道少年団

おおいし　すずね ふかぶち　さあや なりた　かれん こん　ひまり

大石涼音 深渕沙朱 成田歌蓮 今　日茉里

女
子
の
部

１・２年生

３・４年生

５・６年生

個人戦（小学校の部）

区　分 第　３　位

幼児の部

男
子
の
部

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

小学校

第３４回大間町少年柔道大会　　入賞者一覧

令和元年１２月１日（日）　大間町立大間中学校

団体戦（小学校の部）

区　分 第　３　位
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優　　勝 準優勝

青森山田中学校
青森市立甲田中学校

Ａ
野辺地中学校 三沢市立第一中学校

野辺地中学校
七戸中学校・白山台

中学校
大間中学校・田名部

中学校
三沢市立三沢第一中

学校

優　　勝 準優勝

むつ市立田名部中学
校

小湊中学校 青森市立甲田中学校 七戸町立七戸中学校

いちのわたり　たいせい おきざき　まなと こうさか　ゆきや さいか　きよふみ

市ノ渡大誠 沖崎真斗 髙坂幸矢 齊下聖文

野辺地中学校 青森山田中学校 青森山田中学校 野辺地中学校

やまだ　なおき あまない　るい みうら　るきと ぬまお　きょうた

山田直季 天内瑠惟 三浦琉輝翔 沼尾矯太

青森山田中学校 青森市立甲田中学校 青森市立甲田中学校 大間中学校

わたなべ　りょうた おおさと　きんたろう いしとや　ゆうと えびこ　あやと

渡部良太 大里錦太郎 石戸谷悠斗 蛯子綾斗

三沢市立第一中学校 青森山田中学校 青森市立新城中学校
むつ市立田名部中学

校

あべ　しんのすけ こえだ　たくま さど　あとむ ささき　れんと

阿部真之祐 小枝拓真 佐渡後夢 佐々木零人

野辺地中学校 青森市立甲田中学校
むつ市立田名部中学

校
藤崎中学校

むまはた　らい おさない　けんた のへじ　そら たかはし　いってつ

沼端 　麗 長内健多 野辺地宇宙 高橋一徹

白山台中学校 野辺地中学校 青森市立甲田中学校 三沢市立第一中学校

とりやま　かえで しばさき　みゆう やまもと　かりん たむら　かずさ

鳥山　楓 柴崎美優 山本夏鈴 田村冬桜

三沢市立第一中学校 三沢市立第一中学校 七戸町立七戸中学校 大間中学校

おおいし　もえか ささき　ひかり たぐり　あやね いとう　ひな

大石萌香 佐々木　光 田栗彩音 伊藤陽愛

野辺地中学校 青森山田中学校 青森市立新城中学校 青森市立新城中学校

まつやま　みゆ ふじい　ゆうき いけだ もえか とくた　みずき

松山実憂 藤井優希 池田萌伽 德田瑞季

女
子
の
部

48kg級

57kg級

57kg超級

中学校女子

個人戦（中学校の部）

区　分 第　３　位

男
子
の
部

50kg級

60kg級

73kg級

81kg級

81kg超級

中学校男子

第３４回大間町少年柔道大会　　入賞者一覧

令和元年１２月１日（日）　大間町立大間中学校

団体戦（中学校の部）

区　分 第　３　位

83



⑨第48回新春書初め席書大会
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【評価及び反省】

第48回大間町新春書初め席書大会の反省

　書初め席書大会の開催について、概ね前年度並みの参加を以って開催された。

　参加者についても、継続的参加されているメンバーは全般に書道塾へ通っている者が多い。

　なお、高校生・一般の参加を検討し、多くの参加を以って、本事業の拡大及び継続に取り組む

必要がある。
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にった　いちか

新田愛叶 5年
かたい　とわ きくの　ひめか えびな　こうき ふるかわ　はるな

片井冬和 幼稚園 菊野姫華 1年 蝦名航樹 中１ 古川遥菜 高3
みえ　ゆあ ほそま　ここね

三重結愛 2年 細間心寧 中2
いとう　かんな

伊藤綸央 3年
なかもり　なな

中森水梛 4年
くまがい　はな

熊谷　花 5年
いとう　あき

伊藤愛絆 6年
やなぎ　ふうと いとう　あいる でんぼう　あやね にった　みらい

柳谷颯人 幼稚園 伊藤あいる 1年 傳法絢心 中1 新田未來 中3
なかもり　まな いしと　あおな

中森天梛 2年 石戸碧那 中2
えびな　あおい

蝦名　葵 3年
たけうち　のぞみ

竹内希実 4年
やまざき　たかふみ

山崎匡史 5年
やまざき　さく さいとう　りこ やなぎや　りお やまざい　あおい まつやま　せりな

山崎　咲 幼稚園 斉藤璃子 2年 柳谷梨央 1年 山崎　葵 中2 松山芹梨那 中2
やまざき　はな いとう　えりか

山崎　花 2年 伊藤瑛李香 4年
ごとう　まな きくち　あやな

後藤愛海 3年 菊池彩菜 5年
たなか　りま

田中莉麻 4年

特別賞

特　選

準特選

佳　作

　　　第48回 大 間 町 新 春 書 き 初 め 席 書 大 会 結 果　(学校毎結果）

幼　児 大間小学校 奥戸小学校 大間中学校 奥戸中学校 高校・一般

幼　　　児 形が整っている。（とわ君）

小学生１年 元気いっぱい、のびのび書いている。

小学校２年 基本がしっかりしている。堂々とよくまとめました。

小学校３年 始筆がしっかりしている。（「心」の形に気をつけましょう。）

小学校４年 はらいがきれいに書けている。

小学校５年 基本点画のしっかりした作品が多い。

小学校６年 安定した配字で、中心もとれている。

中学校１年 形よくまとめている。右はらいが上手。

中学校２年 元気よくまとめられている。「おれ」が上手に書けている。

中学校３年 基本がしっかり身に付いている。努力の跡が感じられる。

高校・一般 行書らしく上手にまとめられている。

審査員　坂本冨次、石田多佳子

審 査 総 評
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小学校３年 始筆がしっかりしている。（「心」の形に気をつけましょう。）

小学校４年 はらいがきれいに書けている。

小学校５年 基本点画のしっかりした作品が多い。

小学校６年 安定した配字で、中心もとれている。

中学校１年 形よくまとめている。右はらいが上手。

中学校２年 元気よくまとめられている。「おれ」が上手に書けている。

中学校３年 基本がしっかり身に付いている。努力の跡が感じられる。

高校・一般 行書らしく上手にまとめられている。

審査員　坂本冨次、石田多佳子

審 査 総 評
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⑩第56回大間町少年剣道大会

1 趣　旨 　剣道を通じて心身の鍛練と相互の親睦を図り、少年の健全なる育成を
目的とする。

2 主　催 大間町教育委員会

3 開催日 令和 2 年 1 月 19 日 (日)

4 開催時間 ・ 開　場 午前 7 時 ～
・ 受　付 7 時 20 分 ～ 8 時 00 分
・ 審判・監督会議 8 時 00 分 ～ 8 時 20 分
・ 選手集合 8 時 10 分 ～ 8 時 20 分
・ 開会式 8 時 30 分 ～ 9 時 00 分
・ 競技開始 9 時 00 分 ～ 15 時 00 分
・ 閉会式 15 時 30 分 ～ 16 時 00 分

5 開催場所 町立大間中学校体育館

6 後　援 ・ 大間地区連合防犯協会 ・ むつ下北地区剣道協会 ・ 下北地方中学校体育連盟

・ 大間町体育協会 ・ 大間町青少年健全育成会議 ・ 大間少年剣道クラブ育成会

・ 奥戸剣道育成会 ・ 大間町剣友会

7 参 加 料 ① 団体戦 １チームにつき 円
（ただし、小学生女子・中学生女子は 3,000円）

② 個人戦 1人につつき、 円
※ 参加料については、申込と同時に納入すること。棄権の場合でも返納不可。

8 参加形態
【団体戦】
◎小学校男子の部　　選手５名と補欠１名（各団体ともチーム数は制限しない）

※男女混合でもよい。

◎小学校女子の部　　選手３名と補欠１名（各団体ともチーム数は制限しない）

◎中学校男子の部　　選手５名と補欠１名

（各団体ともチーム数は制限しない。中学3年生を除く。）※男女混合不可

◎中学校女子の部　　選手３名と補欠１名

（各団体ともチーム数は制限しない。中学3年生を除く。）

※出場チームは、各道場、学校、クラブ等の単位団体とする。

【個人戦】 中学生、男女ともに学年を問わず１０名までとする。

◎小学校男子　低学年の部（４年生以下）、高学年の部（５・６年生）

◎小学校女子　低学年の部（４年生以下）、高学年の部（５・６年生）

◎中学校男子　男子の部（１・２年生）

◎中学校女子　女子の部（１・２年生）

5,000

300
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9 試合方法
① 試合は、全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則・細則」を準用する。
② 個人戦、団体戦の順に行う。
③ 試合方法はトーナメント方式とし、組み合わせは事務局の責任において行う。

（参加数が少ない場合はリーグ戦となる。）

④ 試合時間　　個人戦・団体戦とも小学校は２分、準決勝から３分とする。中学校はす
べて３分で行う。
個人戦　　　　延長は勝負がつくまで２分きざみで行う。
団体戦　　　　勝負の決しないときは引き分けとする。

※ 勝負数・勝本数とも同数の場合は、代表者１本勝負とする。
⑤ 選手は、「たれ」の中央に団体名、氏名を記した名札をつけること。
⑥ 紅白の目印を、各自持参すること。

10 表　彰 ① 各団体戦第１位 優勝旗（持ち回り）、賞状、メダル
② 各団体戦第２位 賞状、メダル
③ 各団体戦第３位 賞状、メダル

④ 個人戦 第１位～３位　賞状、メダル

⑤ 参加賞 全員に授与

11 申込期限 令和元年１２月１１日（水）

12 その他 ① 前大会優勝チームは優勝旗を持参すること。

・ 小学校男子 奥戸小学校 ・ 小学校女子 志道館
・ 中学校男子 大間中学校 ・ 中学校女子 尚道館山野辺道場A
② 参加者は、原則としてスポーツ傷害保険に加入のこと。

参加料については、申込と同時に納入すること。棄権の場合でも返納不可。 ③ 団体戦の場合、５名に満たない場合は以下の要領とする。
・ ４人で出場の場合　→　次鋒を欠員とする。
・ ３人で出場の場合　→　次鋒、副将を欠員とする。
・ 小学校女子、中学校女子団体において２人で出場の場合

　→　中堅を欠員とする。

13 実行委員会開催

第１回 令和 元 年 10 月 30 日 （水） 午後６時００分～

案件 ・ 第56回大間町少年剣道大会要項審議・申し合わせ試合について

・ 案内送付先について

・ 準備・役割について

・ そばの申込等について

・ その他

第２回 令和 2 年 1 月 10 日 （金） 午後６時００分～

案件 ・ 確認事項について

・ 役割分担について

・ その他
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実行委員名簿

氏　　名 所　　属 役　　職 連絡先TEL

1 岸　　健一郎 大間町立大間中学校 教　頭 ３７－３１０９

2 佐　藤　嘉　樹 大間町立大間中学校 剣道部顧問 ３７－３１０９

3 秋　元　新　也 大間町立大間小学校 剣道部顧問 ３７－２１０７

4 氣　仙　泰　介 大間町立奥戸小学校 剣道部顧問 ３７－２１０８

5 増　山　雄　宇 大間町立奥戸中学校 剣道部顧問 ３７－３１０６

6 松　山　貴　文 大間少年剣道クラブ育成会 会　長

7 菊　池　佑　輔 奥戸剣道育成会 会　長 37-2105大間病院

8 平　田　和　幸 大間少年剣道クラブ育成会 副会長

9 田　中　美由紀 大間少年剣道クラブ育成会 副会長

10 宮　野　　　真 奥戸剣道育成会 副会長

11 増　山　　　渉 大間剣友会 会　長

12 菊　池　武　利 大間町体育協会 会　長

組み合わせ会議メンバー

氏　　名 所　　属 役　　職 連絡先TEL

1 佐　藤　嘉　樹 大間町立大間中学校 剣道部顧問 ３７－３１０９

2 秋　元　新　也 大間町立大間小学校 剣道部顧問 ３７－２１０７

3 増　山　雄　宇 大間町立奥戸中学校 剣道部顧問 ３７－３１０６
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開催日

開催場所

優勝 準優勝 第三位 第三位

尚道館山野辺道場A 三沢少年剣道隊A 大間小学校A 志道館

志道館 三沢少年剣道隊 むつ北心館 大湊誠武会

尚道館山野辺道場 大間中学校 秀峰館 志道館

尚道館山野辺道場 大間町スポーツ少年団 田名部中学校 大畑中学校

優勝 準優勝 第三位 第三位

志道館 秀峰館 紫雲会 三沢少年剣道隊

長根　隆三 竹内　蓮 三澤　諒太 種市　竜樹

三沢少年剣道隊 志道館 大間小学校 奥戸小学校

種市　壱樹 小野寺　彩琉 渡邊　雅也 菊池　瑠夕歩　

紫雲会 尚道館山野辺道場 志道館 尚道館山野辺道場

工藤　葉月 木村　碧 平尾　華鈴 松名瀬　咲絆

尚道館山野辺道場 尚道館山野辺道場 大間小学校 志道館

松名瀬　天絆 吉田　紗徠 廣谷　彩心 石田　佳乃子

大間中学校 尚道館山野辺道場 尚道館山野辺道場 田名部中学校

御厩敷　琉生 中林　来華 松名瀬　天翔 金枝　諄

尚道館山野辺道場 田名部中学校 尚道館山野辺道場 尚道館山野辺道場

成田　陽南 佐藤　愛衣 池内　萌恵 井田　紗幸

第56回大間町少年剣道大会　成績一覧

令和2年1月19日（日）

団体戦 大間町立大間中学校体育館

中学校女子個人戦の部

小学校男子団体戦の部

小学校女子団体戦の部

中学校男子団体戦の部

中学校女子団体戦の部

個人戦

小学校男子個人戦低学年の部

小学校男子個人戦高学年の部

小学校女子個人戦低学年の部

小学校女子個人戦高学年の部

中学校男子個人戦の部
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【評価及び反省】

　第56回大間町少年剣道大会については、降雪に見舞われあいにくの天気となったが計画どおり開催できた。

　　各関係機関方々及び多くのご来賓の出席を賜り、２２団体１９１名の参加を迎えて盛大に実施された。

　今年度は、昨年度並みの参加者で開催された。ピーク時には４００人を超える選手の参加があった

が、少子高齢化及び競技人口の減少により近年は減少傾向にある。

　事業協力者（審判、事務局、大間・奥戸両地区剣道育成会、体協、大間中、役場職員）も手際よく、

試合が順調に展開できた。

　今後の開催に当たっては、少子化による影響で競技人口が減となり、年々参加人数が減ってくると

予想されるが、本大会を安定的に継続していくために、事業を早期着手し審判員の確保・参加者の

確保をしながら展開していかなければならない。
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⑪大間町青少年健全育成会議

1 　大間町青少年健全育成会議の活動については、下記規約により活動を展開している。また、同規約

第２条により教育委員会事務局が事務を行っています。

大間町青少年健全育成会議規約

　（名称）

第１条　この会議は、大間町青少年健全育成会議という。

　（事務所）

第２条　この会議の事務所は、大間町教育委員会に置く。

　（目的）

第３条　この会議は、青少年問題の重要性にかんがみ、広く町民の意識を結集し、国及び

　　　県の施策並びに青少年育成青森県民会議の提唱する県民運動と呼応して、次代をになう

　　　青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

　（事業）

第４条　この会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

　　　（１）  青少年がその誇りと責任についての自覚を高めるための諸活動。

　　　（２）  健全な青少年団体及びグループの育成を図り、すべての青少年が、これに参加することを奨励

　するための諸活動。

　　　（３）  体育及びレクリエーションを奨励するための諸活動。

　　　（４）  健全育成の整備を促進するための諸活動。

　　　（５）  家庭教育、学校教育、社会教育等の緊密な連携を図るための諸活動。

　　　（６）  家庭の健全化を図る諸活動。

　　　（７）  青少年の非行防止のための諸活動。

　　　（８）  社会環境の浄化を図るための諸活動。

　　　（９）  その他、この会議の目的を達成するための諸活動。

　（会員）

第５条　この会議は、この会議の趣旨に賛同する個人及び団体をもって構成する。

　２　この会議への加入及び脱退については別に定める。

　（会員及び職務）

第６条     この会議には次の役員を置く。

　　　（１）会　長　　　 　１　　名

　　　（２）副会長　　　　２　　名

　　　（３）委　員　     　若干名

　　　（４）監　事　　     ２　　名

　２　役員の職務は次のとおりとする。

　　　（１）  会長は、この会議の事務を総括し、この会議を代表する。

　　　（２）  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、または、欠けたときは、あらかじめ示した順序に

　によって、その職務を代行する。

　　　（３）  委員は、第１２条に定めるところにより職務を行う。

　　　（４）  監事は、会計及び会務を監査し、その結果を総会に報告する。

　（役員の選任）

第７条　会長、副会長及び監事は、総会において選任する。

　２　委員は会長が委嘱する。
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　（役員の任期等）

第８条　役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

　２　顧問及び参与は、委員会に諮って会長が委嘱する。

　（機関）

第９条　この会議に次の機関を置く。

　　　（１）総　　　会

　　　（２）委　員　会

　　　（３）専門部会

　（総会）

第１０条　総会は会員をもって構成し、毎年１回以上会長が招集して開き、次の事項を議決する。

　　　（１）事業計画及び事業報告

　　　（２）予算及び決算

　　　（３）規約の変更に関する事項

　　　（４）その他総会が必要と認める事項

　（委員会）

第１１条　委員会は、会長、副会長、監事及び委員をもって構成し、必要の都度会長が招集して開く。

　（専門部会）

第１２条　この会議は、必要の都度、専門部会を設けることができる。

　２　専門部会は、会長から付託された事項について、調査・審議及び企画・実施する。

　３　専門部会は、部員をもって構成し、会員の中から会長が委嘱する。

　４　専門部会に部会長を置き、部員の中から互選する。

　５　専門部会は、部会長が招集する。

　（議長）

第１３条　総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選任する。

　２　委員会の議長は、会長がこれにあたる。

　３　専門部会の議長は、部会長がこれにあたる。　

　（議決）

第１４条　総会及び委員会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、

　可否同数のときは、議長の決するところによる。

　（事務局）

第１５条　この会議の日常の事務を処理するため、事務局を置く。

　２　事務局の職員は、会長が委嘱する。

　（経費）

第１６条　この会議の事業に要する経費は、必要に応じ、寄付金、助成金等をもって充てる。

　（会計年度）

第１７条　この会議の会計年度は、４月１日に始まり、翌年の３月３１日をもって終わる。

　（補則）

第１８条　この規約の施行について必要な事項は別に定める。

　（付則）

この規約は、昭和５７年７月１６日から施行する。
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取　扱　要　領

規約第５条第２項の規定に基づき、この会議への加入及び脱退について次のように定める。

　　１　この会議の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、委員会の承認を得なければなら

ない。

　　２　この会議を脱退しようとするものは、理由を付して脱退届けを提出しなければならない。

　規約第１６条に定める寄付金等の取扱を次のとおりとする。

　　１　この会議の趣旨に賛同する個人及び団体から寄付金を受けるものとする。

　　２　この会議の事業を推進するため、会議に参加する個人及び団体から拠出を受けるものとし、その拠

出金の標準は次のとおりとする。

　　　①　個　人　　年　　額 円以上

　　　②　会　員　　年　　額 円以上

　　　③　団　体　　年　　額 円以上

　　　　ただし、この標準によらない場合であっても拠出は受けるものとする。

　　３　納付方法

　　　①　直接納付

　　　　　　　　

　附則

　この細則は、昭和５８年５月３１日から適用する。

　附則

　この細則は、平成３０年５月２３日から適用する。

1,000

100

2,000

98



活動方針
1 　本会の規約第3条の趣旨を受け、本年度の方針として「青少年の健全育成」をはかるために、他団体

との連携をはかり、啓蒙活動を推進する。

2 重点目標
(1) 　健全な家庭づくり運動を進めよう
(2) 　子どもの豊かな心や命を大切にする心を育てよう
(3) 　青少年の自立と社会参加活動を進めよう
(4) 　青少年の非行防止とよい環境づくりを進めよう

(5) 　活力と連携のある地域活動を進めよう

3 努力事項

(1) 　あいさつの励行（『青少年の健全育成はあいさつから』を提唱）

(2) 　子どもの豊かな心と命を大切にする心を育む環境づくり運動の推進

(3)   「みんなが主役」青少年を育てる地域づくり運動の推進

(4)   いじめ根絶へ向けての活動推進

4 事業の具体化(委員会、専門部会の活動)

＊委員会

(1)   重点目標実現に向けての事業計画と方針を検討する。

(2)   青少年健全育成推進大会実施の企画運営に努める。

(3)   会員の意識向上のための研修推進、近隣との交流を図る。

(4)   拠出金活動実施の企画運営を的確に進める。

(5)   専門部会の連絡調整をとる。

＊補導部会

(1) 「みんなが主役」青少年を育てる運動の展開

(2) 児童生徒の長期休業中の町内巡視活動実施

(3) 非行・事故防止運動への協力（未成年者を酒・たばこ・薬物などから守る運動など）

＊広報部会

(1) 機関誌「青春」の発行

(2) 県が行う様々な県民運動の広報・啓発

＊環境部会

(1) あいさつ運動の展開…『青少年の健全育成はあいさつから』を提唱

(2) 環境美化の展開…空き缶・ゴミ拾い運動、花いっぱい運動の展開など

(3) 万引き、有害図書をなくするため町内各商店の巡回活動実施

(4) 非行・事故防止運動への協力（ＪＵＭＰチームとの協同）

(5) 青少年の読書活動の啓発

＊町内会部会

(1) あいさつ運動の展開…『青少年の健全育成はあいさつから』を提唱

(2) 環境美化の展開…空き缶・ゴミ拾い運動、花いっぱい運動の展開など

(3) 町内会の巡回補導の推進

(4) 他の部会の活動に全面的に協力する
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2　令和元年度会務報告

月　日 事　　　　　　　　　項 会　　　場 備　　　考

4月16日
平成3１年度新会員の推薦依頼
管内町立学校　県立大間高等学校

各校校長　PTA会長

4月24日 平成3１年度青森市町村青少年行政担当者会議 青森県庁 １名参加

4月25日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

5月14日 第1回大間町青少年健全育成会議委員会 大間町役場

5月22日 令和元年度大間町青少年健全育成会議総会 総合開発センター ３５名参加

5月23日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

6月7日 令和元年度青少年育成県民会議総会 アピオあおもり 2名参加

6月13日 令和元年度青森県青少年健全育成推進員研修会 下北文化会館 ３名参加

6月27日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

7月4日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

７月８日
～８月３０日

令和元年度大間町青少年健全育成会議作品ｺﾝｸｰﾙ作品
募集（ﾃｰﾏあいさつ・防犯・万引き・鍵かけ）

管内小中高児童生徒

7月19日 令和元年度夏の交通安全及び防犯ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 奥戸地区
奥戸小中学校児童生徒
委員・補導・環境・町
内・声かけﾘｰﾀﾞｰ

７月３１日、
８月２０日

夏休み夜間巡回指導活動 大間町全域２回実施 補導部

8月29日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

9月20日 令和元年度　秋の交通安全及び防犯ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 大間地区
大間小中学校児童生徒
委員・補導・環境・町
内・声かけﾘｰﾀﾞｰ

9月26日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

10月24日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

11月12日
令和元年度大間町青少年健全育成会議作品ｺﾝｸｰﾙ作品
募集に係る　標語・ﾎﾟｽﾀｰ審査会

公民館１階 委員

11月28日 あいさつ運動 各地区通学路 各校教員・声かけﾘｰﾀﾞｰ等

12月8日 命を大切にする心を育む県民運動推進フォーラム 県民福祉プラザ ３名参加

12月16日
第3８回大間町青少年健全育成推進大会第１回実行委
員会

大間町役場 委員

1月31日
第3８回大間町青少年健全育成推進大会第２回実行委
員会

大間町役場 委員

2月15日
第3８回大間町青少年健全育成推進大会
各表彰・青年の主張・入賞作品展示・講演

北通り総合文化ｾﾝﾀｰ
ウイング

約2５０名参加

2月25日 令和元年度青少年育成活動研修会 ラプラス・青い森 １名参加

3月31日 健全育成機関誌「青春」第3９号発行 町内配布 2,400部
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3 あいさつ運動の実施

　本事業については、県青少年健全育成推進委員・町青少年健全育成会議の声かけリーダーを中心

に、継続的に実施されている運動である。

　基本的に、毎月第４木曜日の登校時間に通学路に立ち、登校する児童生徒に「声がけ」を行ってい

る。PTAや教職員、町内会、民生児童委員、交通安全母の会や地域の各団体の協力を得て実施し、

その効果は十分に児童生徒の日常の態度に表れており、学校内はもちろん、街頭での挨拶も皆が

進んで声をかけてくるようになっている。学校生活の状況において町内４校とも「いじめ問題」等もな

く平穏に過ごせる環境になっている。

　一方、学校では「ノーカーデー」を設定し取り組みをしているが、依然として「車での送迎」をする

保護者が多い現状である。下北地域の児童については肥満度が高く、特に大間町は高い状況で　

あり、学校サイドも校内での運動等の取り組みの他、家庭での「食事」「間食」「睡眠時間等」基本

的な日常生活習慣の改善を模索している。

◎ 声かけ実施状況

〇 大間地区 登校時 ７時１０分　～ ７時４０分　頃までの３０分間

・ 小学校校門付近 ・ 町営住宅交差点付近

・ 大間保育園付近 ・ 青い森信用金庫交差点付近

〇 奥戸地区 登校時 ７時10分　　　　～７時４０分　頃までの３０分間

・ 春日神社前信号付近

・ 奥戸小学校前

4 交通安全及び防犯パレードへの参加

　大間町交通安全対策協議会と大間地区連合防犯協会大間支部の共催で実施している

奥戸地域 「夏の交通安全及び防犯パレード」

大間地域 「秋の交通安全及び防犯パレード」

へ健全育成会議の「委員会」「町内会部会」「声かけリーダー」で積極的に参加し、地域の交通

安全対策へ寄与している。奥戸中学校生徒の「JUNPチーム」も毎年参加している。

5 クリーン作戦の実施

　奥戸小学校児童及び奥戸中学校生徒全員と健全育成会議委員で、奥戸・材木地区の道路清掃

活動を毎年継続し夏休みに入る前に行っている。

　これについては、地域住民からも大きく評価されている。

6 健全育成作品コンクールの開催

　子どもたちへの「犯罪防止」と「あいさつに対する意識の高揚」更には、これの地域住民へ本活動を

アピールすることを目的として、「防犯・あいさつ・鍵かけ」をテーマとしてポスター及び標語を夏休み

期間に募集し、審査会を開催して選考された優秀作品について、毎年２月第二土曜日に開催してい

る「大間町青少年健全育成推進大会」の場において表彰している。
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令和元年度　あいさつ運動

通学路での声かけの様子
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第38回大間町青少年健全育成推進大会
　

開催日 令和 2 年 2 月 15 日 （土）

時　間 午前 9 時 ～ 12 時 まで

会　場 北通り総合文化センター「ウイング」　１F

第３８回大間町青少年健全育成推進大会開催要項

1 　大会の趣旨

大間町の明日を担う、心豊かでたくましい青少年の育成を図るために育成関係者及び地域

住民が結集して、家庭並びに地域における育成活動のあり方を研究協議し、もって地域ぐ

るみで一層の育成活動の推進と充実を期することを目的に開催する。

2 大会スローガン 『　地域ぐるみで　伸びよう　伸ばそう　青少年　』

3 主　　催 大間町青少年健全育成会議

4 共　　催 大間町連合ＰＴＡ 大間町体育協会

　　 大間町子ども会育成連絡協議会 大間町学力向上推進委員会

5 後　　援 大間町 ・ 大間町教育委員会

6 協力機関・団体 大間警察署、大間町立小・中学校、大間小・中ＰＴＡ、奥戸小・中ＰＴＡ

県立大間高等学校、大間高等学校ＰＴＡ、各町内会、婦人会（大間・奥戸）

大間町老人クラブ連合会、漁協女性部（大間・奥戸）

父母の会（うみの子保育園・大間保育園・大間幼稚園）、

大間町青少年赤十字活動推進協議会、大間ライオンズクラブ、

大間町民生委員児童委員協議会、大間地区防犯指導隊大間支隊、

大間地区更生保護女性会、大間町料飲店組合

大間町商工会女性部、大間町柔道協会、

大間誠心館道場、大間誠心館道場育成会、

大間少年剣道クラブ育成会、奥戸少年剣道育成会、

大間ボランティアグループふれあい、大間町女性団体連絡協議会

7 実行委員会 大間町青少年健全育成会議副会長

大間町青少年健全育成会議委員会委員

大間町教育委員会担当

大間町立小・中学校　教頭
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8 青少年健全育成推進大会内容

(1) 開会のことば 大間町青少年健全育成会議　副会長　　泉　　晃

(2) 大会長挨拶 大間町青少年健全育成会議　会　長　　 大　見　俊　久

(3) 祝　　　辞 大間町長 金　澤　満　春　様

大間警察署長 髙　坂　精　一　様

(4)   大会宣言 大間町青少年健全育成会議　委員　　佐々木　　純

(5) 少年の主張 大間小学校代表　　　６年 小　島　慧　也

ﾃｰﾏ 「全国の舞台で」

奥戸小学校代表　　　６年 宮　野　　　奏

ﾃｰﾏ 「昔の自分と今の自分」

大間中学校代表　　　３年 髙　橋　琉　偉

ﾃｰﾏ 「よみがえってくる言葉」

奥戸中学校代表　　　３年 菊　池　　　苺

ﾃｰﾏ 「生きる活力」

大間高等学校代表　　２年　 松　本　陽　向

ﾃｰﾏ 「理想の学校を目指して」

(6) 表彰状伝達 詳細については別添

(7) 講師紹介 大間町青少年健全育成会議　副会長　　笹　谷　克　則

(8) 公　演 『遊ぶことを学ぶ・学ぶことを遊ぶ－ずっと楽しくいるために－』

講師 マルチタレント

　伊　奈　かっぺい　氏

(9) 閉会の言葉 大間町青少年健全育成会議　副会長　　泉　　晃
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大間町青少年健全育成会議表彰規定（抜粋）

（　表　彰　）

第２条　次の各号のいずれかに該当する活動を行っているか，又は行った個人等で

　青少年の健全な成長及び非行防止のために他の模範となる実績をもつもの

　　　　(1) 健全育成施設の整備を促すための諸活動

　　　　(2) 家庭の健全化を図るための諸活動

　　　　(3) 健全な青少年団体及びグループの育成を図り，すべての青少年が参加するこ

　とを奨励するための諸活動

　　　　(4) 青少年の非行防止のための諸活動

　　　　(5) 社会環境の浄化を図るための諸活動

　　　　(6) その他青少年の健全育成のためのボランティア活動

　　　　(7) 青少年の文化活動において，功績のあった個人及び団体の活動

令和元年度健全育成表彰授与者

※該当者なし
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健全育成作品コンクール表彰者
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【評価及び反省】

青少年健全育成会議における事業については、例年同様に実施できたところであるが、あい

さつ運動については、その効果が現れてきており、通学時はもちろん、街頭でも子どもたちから

自然にあいさつができるようになってきている。作品コンクールについては、学校ごとの対応が

まちまちであり、出品数が伸び悩んでいる状況である。クリーン活動については、ここ数年来奥

戸地区での対応となっているので、大間地区でも実施できるように取り組んでいきたい。毎年

のことであるが、２月に開催している青少年健全育成推進大会の「講師選定」に苦労している。

予算的にも限られた謝礼しか準備できないことから、ギリギリの線で動いている。本事業を引

き続き継続するにあたり、事業内容の見直しや補助金の増額要望等を検討していかなければ

ならない。
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⑫放課後子ども教室

1 趣　旨 　大間町内における放課後や週末等に子ども達の安全、安心な活動拠点を設け、地域の

方々参画を得て、子ども達とともに勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等

の取組みを実施することにより、子ども達が地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる

環境づくりを推進することを目的とする。

2 主　催 大間町教育委員会

3 開催日

4 開催時間

5 開催場所

6 種別

7 参 加 料

8 補助金 青森県教育庁生涯学習課

令和元年度青森県放課後子ども教室推進事業費補助金 円

9 実行委員会

第１回 平成 31 年 5 月 16 日 （木） １５：００～

案件 ・ 今年度の事業説明、日程調整

・ その他

第２回 平成 31 年 10 月 25 日 （金） １６：００～

案件 ・ 今年度の事業説明、日程調整

・ 来年度からの事業計画の協議

・ その他

第３回 平成 30 年 3 月 12 日 （木） １６：００～

案件 ・ 今年度の意見交換

・ 来年度からの事業計画の協議

・ その他

464,000

3～7については、（別紙１）活動内容比較表に記載
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大間町放課後子ども教室推進実行委員会会則

（名　称）

第　１　条 この会は大間町放課後子ども教室推進実行委員会という。

（事務局）

第　２　条 この会の事務局は、大間町教育委員会に置く。

（目　的）

第　３　条 この会は、大間町内における放課後や週末等に子ども達の安全、安心な活動拠点を設け、

地域の方々参画を得て子ども達とともに勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活

動等の取組みを実施することにより、子ども達が地域社会の中で心豊かで健やかに育まれ

る環境づくりを推進することを目的とする。

（会　員）

第　４　条 この会は、次の者をもって会員とし組織する。

(1) 大間町社会教育委員（実行委員会）、教育委員会職員

(2) この会の趣旨に賛同する指導者

（活　動）

第　５　条 この会は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 子どものためのグループ活動を指導し、助言すること。

(2) 親と子の正しい結びつきを深めること。

(3) 子どもをめぐる社会環境をより良くすること。

(4) 子どもに対して地域の人々の関心をより深めること。

(5) 良き指導者の育成を図ること。

(6) 子どもに関する諸機関、団体との連絡提携を図ること。

(7) その他、子どもの健全育成に必要と認められた活動。

（役　員）

第　６　条 子の会に次の役員を置く。

会長 １名

監事、事務局長（教育委員会担当課長） １名

（役員の選出）

第　７　条 役員の選出は次のとおりとする。

(1) 会長は教育課長とする。

(2) 事務局長、監事は教育委員会担当課長とする。

（役員の任期）

第　８　条 役員の任期は、社会教育委員の任期とする。

(1) 役員を選出することができない場合は、新たに選出される役員が就任するまでその任期を

延長する。

(2) 上記役員が就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
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（役員の任務）

第　９　条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長はこの会を代表し、会務を総理する。

(2) 委員は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

(3) 監事は会計を監査し、その結果を会長に報告する。

(4) 事務局は、この会の庶務と会計に関する事務を処理する。

(5) 事務局長は、この会の庶務と会計に関する支出の権限を持ち、帳簿・証書等の保管及び金銭

の出納・保管にあたる。

この会は、大間町内における放課後や週末等に子ども達の安全、安心な活動拠点を設け、 （会　議）

第　１０　条 会議は、会長が委員を招集するものとする。また、委員の他に会長が必要と認める場合、

動等の取組みを実施することにより、子ども達が地域社会の中で心豊かで健やかに育まれ 指導員等を会議に出席させることができる。

第　１１　条 会議の議長は、会長が実施する。

（運営費）

第　１２　条 この会の運営費は、補助金・委託料・その他をもってこれに充てる。

（会計年度）

第　１３　条 この会の会計年度は、４月１日から３月３１日とする。

（附　　則）

1 本会則は、平成１９年４月１日から施行する。
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活
動
名
称

大
間
町
放
課
後
子
ど
も
教
室
の
活
動
内
容
比
較
表

大
　
間
　
地
　
区

奥
　
戸
　
地
　
区

放
課

後
子

ど
も

教
室

（
児

童
サ

ポ
ー

ト
事

業
）

[部
活

動
に

加
入

す
る

１
～

４
年

生
の

児
童

対
象

]
放
課
後
子
ど
も
教
室

[
１
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
の
児
童
対
象
]

放
課
後
子
ど
も
教
室

[１
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
の
児
童
対
象
]

活
動
日

平
成

３
１
年

４
月

１
８
日

か
ら

原
則

と
し

て
毎

週
月

・
火

・
木

・
金

曜
日

（
部

活
動

が
あ

る
日

）
※

夏
休

み
・
冬

休
み

等
の

休
日

を
除

く
。

R
元
年
６
月
５
日
か
ら
原
則
と
し
て

毎
週
水
曜
日
（
職
員
会
議
に
よ
り
部
活
動
が
な
い
日
）

※
夏
休
み
・
冬
休
み
等
の
休
日
を
除
く
。

R
元
年
６
月
２
日
か
ら
原
則
と
し
て

毎
週
土
曜
日

※
夏
休
み
・
冬
休
み
等
の
休
日
を
除
く
。

活
動
時
間

曜
日

に
よ

っ
て

学
年

の
授

業
時

間
割

が
異

な
る

が
、

活
動

日
に

関
し

て
は

、
１
４
：
３
０
～

１
６
：
３
０

（
放

課
後

時
か

ら
部

活
動

開
始

ま
で

）

〈
１
・
２
年
生
〉

〈
１
～
６
年
生
〉

１
４
：
３
０
～
１
５
：
３
０

１
３
：
３
０
～
１
５
：
３
０

〈
３
・
４
年
生
〉 １
４
：
３
０
～
１
６
：
０
０

〈
５
・
６
年
生
〉 １
４
：
３
０
～
１
６
：
３
０

活
動
場
所

図
書

室
ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム
ふ

れ
あ

い
ホ

ー
ル

大
間
小
学
校
ア
リ
ー
ナ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

奥
戸
交
流
館

活
動
内
容

学
校

の
宿

題
、

音
読

等
※

委
員

会
活

動
が

あ
り
、

１
～

４
年

生
が

参
加

す
る

日
は

　
 ふ

れ
あ

い
ホ

ー
ル

、
ア

リ
ー

ナ
で

活
動

す
る

か
る
た
、
ト
ラ
ン
プ
、
縄
跳
び
、
折
り
紙
等

※
毎
月
チ
ラ
シ
配
布
を
し
、
月
の
活
動
内
容
を
周
知
し
て

い
ま
す
。

か
る
た
、
ト
ラ
ン
プ
、
縄
跳
び
、
折
り
紙
等

※
毎
月
チ
ラ
シ
配
布
を
し
、
月
の
活
動
内
容
を
周
知
し
て

い
ま
す
。

活
動
に
立
ち

合
う
人

大
間

町
放

課
後

子
ど

も
教

室
推

進
実

行
委

員
会

に
所

属
す

る
教

育
活

動
推

進
員

及
び

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

大
間
町
放
課
後
子
ど
も
教
室
推
進
実
行
委
員
会
に
所
属
す

る
団
体
及
び
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

大
間
町
放
課
後
子
ど
も
教
室
推
進
実
行
委
員
会
に
所
属
す

る
団
体

参
加
す
る
際

の
提
出
物

（
１
）
保
護
者
承
諾
書

（
２
）
保
険
料
　
８
０
０
円

※
大
間
地
区
に
関
し
て
は
、
参
加
を
希
望
す
る
児
童
が
、
既
に
ど
ち
ら
か
の
放
課
後
子
ど
も
教
室
に
参
加
し
て
い
る
場
合
は
、
保
険
料
は
徴
収
し
な
い
。
そ
の
場
合
は
、

（
１
）
保
護
者
承
諾
書
の
み
の
提
出
と
な
る
。

活
動
定
義

大
間
町
放
課
後
子
ど
も
教
室
実
施
要
綱
　
第
２
条
よ
り

（
定
義
）

　
子
ど
も
教
室
と
は
、
放
課
後
や
週
末
等
に
お
け
る
児
童
の
安
全
・
安
心
な
活
動
拠
点
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
児
童
に
対
し
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
等
の
体
験
活
動
及
び
地

域
住
民
と
の
交
流
活
動
等
の
機
械
を
提
供
し
、
並
び
に
学
ぶ
意
欲
の
あ
る
児
童
に
対
し
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
お
お
む
ね
次
に
揚
げ
る
活
動
等
の
機
会
を

提
供
す
る
も
の
を
い
う
。

（
１
）
課
題
、
予
習
、
復
習
等
の
学
習

（
２
）
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
活
動
等
の
体
験
活
動

（
３
）
地
域
の
大
人
及
び
異
年
齢
の
児
童
と
の
交
流
の
促
進
の
た
め
の
活
動
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月日 内容 人数 月日 内　　　容 人数

6月5日 大間町老人クラブ連合会 4人 6月8日 奥戸婦人会 4人

6月12日 新風俳句会 23人 6月15日 奥戸婦人会 5人

6月19日 大間地域婦人会 22人 6月22日 奥戸婦人会 7人

6月26日 新風俳句会 24人 6月29日 ふれんど 4人

7月3日 大間町老人クラブ連合会 24人 7月6日 奥戸婦人会 4人

7月17日 新風俳句会 25人

8月24日 奥戸婦人会 6人

8月28日 大間地域婦人会 25人 8月31日 ふれんど 7人

9月4日 大間町老人クラブ連合会 25人 9月7日 奥戸婦人会 6人

9月11日 大間地域婦人会 21人 9月14日 奥戸婦人会 0人

9月18日 新風俳句会 24人 9月21日 大間地域婦人会 1人

9月25日 ふれんど 24人 9月28日 奥戸婦人会 3人

10月2日 ふれんど 20人 10月5日 奥戸婦人会 5人

10月16日 大間町老人クラブ連合会 21人 10月19日 大間地域婦人会 1人

10月23日 大間地域婦人会 22人 10月26日 奥戸婦人会 2人

10月30日 ふれんど 18人

11月13日 教育委員会 19人 11月16日 奥戸婦人会 2人

11月20日 大間地域婦人会 20人 11月23日 奥戸婦人会 5人

11月30日 奥戸婦人会 2人

12月4日 新風俳句会 19人 12月7日 ふれんど 5人

12月18日 大間地域婦人会 18人 12月14日 奥戸婦人会 2人

12月21日 大間地域婦人会 0人

1月18日 奥戸婦人会 3人

1月22日 大間町老人クラブ連合会 21人 1月25日 奥戸婦人会 1人

1月29日 ふれんど 21人

2月1日 奥戸婦人会 2人

2月5日 大間地域婦人会 20人 2月8日 ふれんど 3人

2月12日 ふれんど 21人

2月19日 新風俳句会 21人 2月22日 奥戸婦人会 2人

502人 82人

24回 25回

大間 奥戸

5回 0回

7回 3回

5回 4回

6回 0回

0回 18回

1回 0回

24回 25回

新風俳句会

奥戸婦人会

事務局対応

累計

大間町放課後子ども教室開催回数 大間町放課後子ども教室開催回数

団体名

大間町老人クラブ連合会

大間地域婦人会

ふれんど

令和元年度放課後子ども教室参加状況

大間町子ども教室（水曜日） 奥戸地区子ども教室（土曜日）

年間活動児童数 年間活動児童数
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19 日 （ 金 ） 1 人 23 日 （ 火 ） 19 人 26 日（ 金 ） 1 人

21人

3回

7 日 （ 火 ） 12 人 10 日 （ 金 ） 1 人 13 日（ 月 ） 9 人

63人 14 日 （ 火 ） 29 人 17 日 （ 金 ） 1 人 28 日（ 火 ） 10 人

7回 31 日 （ 金 ） 1 人

3 日 （ 月 ） 13 人 4 日 （ 火 ） 35 人 7 日（ 金 ） 1 人

10 日 （ 月 ） 12 人 11 日 （ 火 ） 23 人 14 日（ 金 ） 12 人

176人 17 日 （ 月 ） 17 人 18 日 （ 火 ） 42 人 21 日（ 金 ） 1 人

11回 24 日 （ 月 ） 7 人 25 日 （ 火 ） 13 人

2 日 （ 火 ） 15 人 5 日 （ 金 ） 2 人 8 日（ 月 ） 15 人

93人 9 日 （ 火 ） 41 人 19 日 （ 金 ） 6 人 22 日（ 月 ） 14 人

6回

23 日 （ 金 ） 4 人 26 日 （ 月 ） 17 人 27 日（ 火 ） 23 人

49人 29 日 （ 金 ） 5 人

4回

2 日 （ 月 ） 15 人 3 日 （ 火 ） 26 人 6 日（ 金 ） 6 人

9 日 （ 月 ） 21 人 10 日 （ 火 ） 6 人 11 日（ 水 ） 9 人

131人 13 日 （ 金 ） 7 人 20 日 （ 金 ） 7 人 24 日（ 火 ） 16 人

11回 27 日 （ 金 ） 7 人 30 日 （ 月 ） 11 人

2 日 （ 火 ） 46 人 4 日 （ 金 ） 8 人 15 日（ 火 ） 41 人

148人 18 日 （ 金 ） 8 人 25 日 （ 金 ） 6 人 28 日（ 月 ） 11 人

7回 29 日 （ 火 ） 28 人

1 日 （ 金 ） 7 人 5 日 （ 火 ） 7 人 8 日（ 金 ） 8 人

12 日 （ 火 ） 31 人 12 日 （ 金 ） 7 人 18 日（ 月 ） 20 人

187人 19 日 （ 火 ） 49 人 22 日 （ 金 ） 8 人 25 日（ 月 ） 14 人

11回 26 日 （ 火 ） 28 人 29 日 （ 金 ） 8 人

2 日 （ 月 ） 23 人 3 日 （ 火 ） 22 人 6 日（ 金 ） 8 人

99人 13 日 （ 金 ） 8 人 16 日 （ 月 ） 15 人 17 日（ 火 ） 8 人

7回 23 日 （ 月 ） 15 人

20 日 （ 月 ） 16 人 21 日 （ 火 ） 47 人 24 日（ 金 ） 8 人

87人 27 日 （ 月 ） 9 人 31 日 （ 月 ） 7 人

5回

3 日 （ 月 ） 21 人 4 日 （ 火 ） 45 人 7 日（ 金 ） 8 人

168人 10 日 （ 月 ） 15 人 14 日 （ 金 ） 8 人 17 日（ 月 ） 20 人

8回 18 日 （ 火 ） 43 人 21 日 （ 金 ） 8 人

年間開催回数 80 回

※木曜日は、学校の授業時間割の関係で参加児童がいない。

人

１２月

月間参加人数

開催回数

１月

月間参加人数

開催回数

２月

月間参加人数

開催回数

年間参加児童数 1222

開催回数

８月

月間参加人数

開催回数

９月

月間参加人数

開催回数

１０月

月間参加人数

開催回数

１１月

月間参加人数

開催回数

４月

月間参加人数

開催回数

５月

月間参加人数

開催回数

６月

月間参加人数

開催回数

7月

月間参加人数

令和元年度放課後子ども教室参加状況

児童サポート（月・火・木・金曜日）
月 日にち 参加人数 日にち 参加人数 日にち 参加人数
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【評価及び反省】
　令和元年度は、放課後子ども教室の教室数を３教室設置し、事業を実施した。大間地区
は教室が２つあるため、違いが児童と保護者にうまく伝わらず何件か問い合わせがあった
が、徐々に事業内容が浸透し、解決した。
　部活に加入する児童を対象とする子ども教室では、学校の時間割の関係で、参加した人
数が多く教室に収まらないことがあったが、時間帯で活動場所を分けて行うなど対応を行っ
た。また、大間地区の子ども教室では、放課後になり、開放的になった児童の対応の面で
は、推進員はじめコーディネーターを務めた町講師も手を焼いた。
　次年度からは、これまでの事業内容が大きく変わるため、現在、準備を進めているが、推
進員の指導力向上と活動内容の充実に努めることが課題になってくる。
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⑬函館市戸井地区交流事業

1 経　緯 　函館市戸井町との交流事業に関しては、昭和46年6月に東日本フェリー大間－戸井航路

就航を契機に姉妹町締結し、継続して交流を行っているところであります。旧戸井町時には、

双方の町職員同士の交流、駅伝大会・音楽祭への参加等多様に亘って交流が行われて来

ましたが、現在は音楽祭・文化祭のみの交流となっております。

2 令和元年度の交流状況

① 第52回函館市戸井地区文化祭芸能発表会への参加を計画していたが、悪天候による

フェリーの欠航により、不参加となった。

② 第41回大間町音楽祭へ毎年参加している函館市の「ｺｰﾗｽｸﾞﾙｰﾌﾟT・O・I」が今年度は

参加しないということだった。

【評価及び反省】　本事業については、姉妹町の関係からもできる限り継続実施していく予定であります。
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【　施策の総合的評価　】
　全般的にみて、当初予算計上分の事業については、課員全員で協力し無事遂行できたと

思われる。教育委員会事務局も機構改革後に業務が「教育課」に一本化され職員数が減じら

れているなかで、総務課業務、社会教育業務における各種行事を毎月のように開催している。

　　このことは、事務職員及び関係各位の協力により達成できていることであります。

　学校教育面に関しても、児童生徒の学力向上へ向けての取組みや、安全の確保を最優先

し取り組んでおり、校長会をはじめ教頭会、教務主任会、事務会までの各担当レベルでの会

議を毎月開催して常に情報を共有し取り組んでいることは、県内でも例のないことであり、

児童生徒の将来に向け、健やかに学び、これからの少子高齢化社会・グローバル化の進展

に対応できるような人材育成を行うための環境確保を、今後も継続し続けていく予定であり

ます。

【　課題　】
　学校施設４校のうち３校が竣工から２０年以上となっていることから、順に改修を行わなけれ

ばならない状況となっている。また、はまなす駅伝大会等にいおても進む少子化により、地元

の子ども達の参加が少なくなっている。特に奥戸地域の参加自体が厳しい状況となってきて

いる。

　教育委員会が主管となり実施している事業の中で、特に審判員を必要とする競技を開催

する際、そのマンパワー（審判員）の確保が年々難しくなっていることもあり、各大会の開催

時期等の検討も必要と考えられる。
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